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序説と梗概

わが国の私有林の大部分は，農業を主業または副業とするものによって所有され，経営されている ι こ

のような農林業の複合経営では，資本家的な経営はほとんどなく，家族経営の形をとるのが普通である c

したがって，夜、有林の経営の問題は，家族経営とし、う立場に重きをおし、てとりあげるのでなければ現状に

DIJ しないおそれがある。本研究がまっさきに家族経営における計向の立て方をとりあげたのはこうした考

え方による。

家族経営の第〕の特徴は，経営(営利経済〕と家計(消費経済)とが分離していないで，ー個の経済の

中に包括されていることである このことは計附目標をして一般の企業とは異ならしめる 家族経営では

市日収益とか利潤の阪大よりも，長期にわたっての生活の安定が重視されるばあいがある、 また， 純収益

(所得〉から家計費をさしひいた余Jf~が経営部門に授入されて，その拡大再生産がはかられることになる

から，家計費の大きさが計四の規模に大きな影響を及ぼすことになる

家族経営の第二の特徴は，経営で使われる労働力，土地および資本といった生産要素の全部または大部

分が，自己の所有するものであることであるコ一般の企業では労働力はもとより，資本も借入資木が多く

使われている J こうした迷いは， 経営活動によって作られる純収益のWt成内容を異ならしめ，したがっ

て，純収益を大きくするための方法を異ならしめる

家族経営の第三の特徴は，私有林経営のばあいについていえば，経営の:lJit3!!が概して小さく，林業を専

業としているものが少ないことである 多くは農業と兼業しているか，農業のなかの一部門という形で営

まれている J このことよりして林業部門だけを切り離したのでは合主l!的な計闘は立てられないことにな

るつ常に企休の -ELll として，林業部門以外の部門との関連を考えながら計画を作らなければならなL 、 c

私有林にみられる家族経営の主な特徴は以上の 3 点であるが，こうした4郁買に立脚しての経営計両の立

て方については，従来ほとんど研究されてこなかったように思うこ従来，山林の経営計画の基礎としては

森林経理学が用いられてきたが，このような家族経営における山林計画には，森林経理学ではどうにもな

らない面があまりにも多い J どうしても新しい見地から基礎を築きあげなければならないように思う。こ

の俳究は，そのような恭礎を築きあげるための一つの試みである

木研究は実態とその分析，縦営改善計回の 2 部よりなる また，説明をなるべく JL体的にして応用上のJ

f山口こ資するため，椅玉県の新興林業地である K村のT家を対象として記述することにした こういうや

り方は. Jil1 ífj唱には使であっても，反面，広mの筑間を狭める欠点がありがちなので，そういうことのない

ように特に注立したつもりであるく

第 1部では序論としてまずT家のおかれている自然的，経済的環境について要点のみをのベ，つぎにT一

家の詳細な分析にはいる前の予備知識としてT家の経済のあらましをのべる J

本論にはいって，まず，経営要素の実態を家族構成および財産構成とし、う形で説明する。つぎに，これ

らの経営要素の結合と運営とによって生み出された 1 年間の純収益総額，すなわち所得と，その所得によ

って賄われた家計費や税金等について，さらに，拡大再生産のために使いうる経治余剰の大きさについて

のベる。この経済余剰をどう使ったらよいかを知ることが，改善計同の一つの鍵になるのであるが，これ

を知るには所得がどのようにして生みだされたかを知らなければならない J そこで営利経済を構成する各

部門 (T家ではiI::!i種，養蚕，義者，山林の 4 部門がある〉ごとに投入額と産出額とを調べる c 産出額と投?
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ス額の差額が所得になるが，これは，その部門に投入された自己所有の生産要素に対する報酬にほかなら

ない。それゆえ，自己所有の生産要素が各部門にどのように削分されているかをみて，これと部門別の所

得との関係から経営の成果を分析することになる

分析の視点は一次的接近として「限界生産力均等の法則」におかれる。この法貝Ijは，生産要素が経営を

的成するどの部門でも同相の限界報酬を生むように配分された主きに報酬の給初が最大になるとし、うので

あるりたとえば，山林の生産力を高めるためには施業の集約化が必要であるが，それには資本や労働の増

投を伴う。施業の集約イヒに{i1!われる資本や労働は他にもいろいろな用途をもっている》そこで，もしそれ

らのものが山林に使われたときに期待される生産物の価値が， 他の用途に使われたときよりも少なけれ

ば，山林の生産力は高められても全体としての所得は減少するというわけである 農林業ではi盛期に作業

しなければならないといった季節的制約や，ある部門で使っていた資本を他の部門に移すことができない

ことが多いので，この法員iJとおりに生産要素を配分することは到底できないが，なるべくそれに近づける

ことが経営改善の第一歩と L 、うわけであるつそれゆえ，分析は部門別の家族労働報酬の比較と，資本所得

比率との比較とに重点力:おかれる

tf~ 2 i';11に吸う改善計阿は，実態分析をもとにして作られるが，それだけではできないこ分析は事後nなな

ものであり，これと事前「ドJな計阿とを結ぶにはいくつカの橋が力、けられねばならない】その一つが経営者

の立てる計悶の目標で、ある。目標の設定は元来主観的なものであって人によって異なるこある入はたとえ

生活ーをきりつめても立派な山林を持ちたし、と考える均、もしれないし，ある人は山林からの所得をできるだ

け高めて高い生活水準の実現をはかりたし、と考えるかもしれない こうしづ考え方の述いによって改善計

両の内容は全く具なってくる c とちらの目標がよいかということは第三者のいえることではないL

二つ日の橋は， 経営者の予想や選好の仕方であるミ 山林計図は生産期間の長いことから長期計 ífliiにな

る。速い将来のことの予想、は主観によって大きく左右される。しカ泊も予想f問符のいかんが計画の内特を規

定するので，予想とし、う厄介な橋をどうしても渡らなければならない 選好は経営者が「虎穴に入らずん

ば虎児を作ず」といった投機的な態度をとるのか，または「石橋をnJl~、て渡る」式の安全確実主義をとる

のかといったことである。選好はこのように主税(1'0なものであるが，これまた計阿の立て方に大きな関係

がある

この 2 つの橋を渡ってから，あらためて実態分析の結果をみ\L'f.し，手持ちの生産要素の余剰Ij (余剰資金

と余剰j労力〉をどのi部門に投入したらよいかを検討することになるJ このばあい?家では規模拡大の余地

が大きい山林部門と主苦Tì'~i)門との比較が，特に問題となる l また，山林部門への投資と経営外部への投資

との比較がなされる。後者の比較のためには山林部門の投資効率が詳しく検討されねばならない 山林郁

門での投資の方法としては，山林の購入，施業の集約イヒ，殊に薪炭林の用材林切替え，節伐による資本苔

積等があるが，これらのおのおのについて投資効率を推測するわけで、あるつしかし家族経営は資本家的経

営ではないから，投資効率の大きさが投資の選択の決定的な指標となるわけではない。

これだけのことを行ってから，いよいよ具体的な計画を立てることになるっ計画の焦点は経営者の経済

状態，選好の仕方，市場利子率等によって定められる割引率によって割号|かれた予想純収入の流れの前価

合計の増大と，年々の純収入の安定とにおかれる c 前者の見地から造林計画て、は薪炭林への大巾な造林が

計画されるが，家族労働力の有効な使用と，将来の伐採量をなるべく安定させるとし寸見地から年度計画

が作られる。伐採計画も純収入の割引価値増大に適した伐期令や間伐方法が検討されるが，これが実際へ
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の適用にあたっては純収入の安定のために種々な方法が選沢される このように純収入の安定を重要視す

るが法E林の実現はそれほど問題にしない。それは伐期や|川伐方法にかなりの巾があり，それらを適当に

組み合わせることによって，かなり不法正な林でも純収入の安定をはかりうるからである c ，

終りにこの計画iでの若二|二の問題点，すなわち，言十ITfli の HMi'\に対する吟味，価格その他泌営の分析がき主化

したときの処位，政策との関連等について検討するこのなかで特に重視されるのは，家族縦営の価格菱

化に対する特異な対応の仕方と，そのことが一つの岡山となって結果する木材価格従軍IJの家協経営合理化

に対する障害，その|偉告を取り除くための1íl[件各安定政策等である J

実態とその分析

1. T 家をめぐる自然的，経済的環境

T家のある K村は，東京の百二rt方約 100 !， ffi の地点にある ~ll村で， 秩父古生層地JJ13に属し， スギ造林

の適地が多い しかし，村の総面積の約 80% を占める山林の 71% は薪炭林で，最近になって急に造林

が盛んになってきた新興林業地である。その林業の目的'1句ならびに経済的立地条件は，スギ林の伐期平均

成長量の村平均が 1 町歩当りがJ 35 石， トラヅグ活路渡しの素材 1 石当りの価格が約 2， 200 円という数

字によって大休知ることができるであろうー

村のおもな産業は農業と林業で，農業+育成林業，農業+製炭業といった農林業の複合経営者が村民の

過半を占める。農林業の複合1経営の典型的なものでは，農業は自給用の大麦生産を主とする1m種部門と，

現金収入源として重要な位百を占める養蚕および乳牛を主とする養苔部門とよりなり，林業は立木生産を

行う山林部門と，製対?伏や素材~産を行う林産部門とよりなり，かなり労働集約な多角縫営が営まれてい

る υ このことは，この村の同工業がきわめて不振で，自家悩営以外に適当な働き口がほとんどないという

ことに，ある程度関係がありそうである。農林業の日m労賃は 300 円前後でかなり版いが，いつでも条件

にかなう人を雇えるほど労働力の余剰があるかどうかは疑問で，農業はもとより育林や製だなどでも，資

金の問題もあるけれども，ほとんどの人が自家労力で行っている

一般的にみて， K村の泌が?発畏の方向は，地理的条件からして商工業の発展は今後とも期待薄であり，

耕種や養蚕も大体現状維持で進まざるを得ないと思われるので，林業とくに用材林業と畜産の発畏に依存

することになるように思われる。このことは山林を所有する個別農家についてもいえるわけで，自己の所

有する生産要素を，山林rm門と主主苔部門のどちらにより j恥弐|ドJに投入して，個別経済の発展をはかったら

よいかということが，この人法の現在当面している大きな問題となっている。

2. T 家の経済のあらまし

T家の縦営形態は前節て、のべた農林業複合経営の典型的な型で， 今まではどちらかといえば耕種， 養

蚕，号室市の 3 部門よりなる農業を主業とし，立木生産および製薪炭の 2 部門よりなる材諜を副業とするも

のであったが，近年木材 1if1i 1'各の!騰貴なと干に刺f哉されてか，林業の比重が高まり，所得の面からみればどち

らが主業か分らないくらいになっている これを， T家の持つ資産や労働力の配分関係からみると，後に

のべるように，資産の大部分は山林郁門にあるのに対し，労働力の大部分は農業部門に投スされている〉

なお，農林業の経営のために使われている労働の大部分は自家労働であって，家族経営であるということ

ができる

農業を梢成する 3 部門のうち，利!種行11門は，約 4 反 5 畝の普通川のAYI:f!rôìこよって主に自給用の麦と務、現
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とを生産するほか，販売用のタモ，ゴンニヤクを若干生産するとともに，同じく約 4 反 51散の桑の栽培を

行っている J この桑園面積はK村としては最も大きい方で，養蚕部門の規模もしたがって大きい 益者部

門は，戦後になって本絡的になったようであるが，現在乳牛 UlJ'iと，ほカ Jこ若干の羊，豚等を飼育してい

る。これら農業の 3 部門に対する自家労働の投入量は，親|種，養蚕，養賓の}I前となっているが，資金の投

入量は，養部，耕種，養蚕の)1[1 となっている また，所得は忍i 種， J皇帝， 養蚕の)I~I ， :m金収入は逆に養

蚕，養苦T，お|種の!阪となっている c

林業の 2 部門のうち，製薪炭の :"1\門は自家消費の分を生産している T~皮で，実訓IJ 37 11汀 J};:の山林におけ

る立木生産部門が主体をなしているしこの山林のうち 2/3 は薪炭林てιlめられ，これをどのtll~.度まで，ど

ういうしづ方法によって用材林に安えていくかが問題であるが， T氏はかなり積hlrW:Jで，主として自家労

働力による育林労働の円滑な調達が可能な範問で， できるだけ多く造林するとし寸方針のもとに， ここ

2 , 3 年は毎年 1 町余の造林をおじけている 一方Ili材林の伐採は近年JlU伐本位で，主伐ははとんどやって

いない十したがって，山林部門の資産増航額はかなり大きく， T家の総所得の '1三ばを ~rîめる C 林業に対す

る資金の投入は. [!jJ伐木の伐出資と粗税とを除けば，自家育苗の不足分と自家労働の不足分とを何i う干11 度

で農業のうちで最も少ない養蚕部門と大廷がなく，自家労働の校入量も養蚕六1\門と同じくらいである ι し

かし，今後造林が進むにつれて次第に資金や自家労働の投入量が増加することになろう

総所得から家計費と租税とをさしひし、た遜治余剰は相当の傾に達するが，その約半分は立木資産の増加!

として山林部門に現物の形で苓積されている 筏りは，所得税，建物jその他の耐久n句消費財への支出に充

てられていて，資金面の需給のノマランスは比較的に楽なようにみうけられる。これは，経営規模がかなり

大きいということだけではなく， T氏の篤農家的な，勤労精判[1に裏付けられた巧みな経営と，比較内豊百?

な自家労働力と，ここ数年の木材，繭，牛乳等の1ml者i@貴などによるものと思われる し泊、し，ここにあ

げた 3 つの向 Ifhはいずれも 11町惰生動が激しく，今後時には大rlJ な低落がないとはいえず，またTlí:の弟の

分家も近い将来に子:留されるので，前途は必ずしも楽的1を許さないで、あろう r

3 町 家族構成，労働力

T家の家波数は 9 名で，その性別，年令階別の内訳は第 1 誕のようてぜある、

このうちで羽在農林業労働に従事しているの

はO印をした 3 人である なお，成年男子を 1

単位とする能力換算労働力(ω としては 2.85 人

くらいとみられる(l5~19 歳の 2 人は学生)同

じく成年男子を 1 単位とする検算消費者数〔却

としては 7.8 人であるご

4. 財産構成

( i ) 固定資産

第 1災家族 1弘氏

\年令階1 ， ~*""! ~l-" n"115骨 16~ 19'20~49 50~591ω~6970以 r_1 計
附リ |以 l、 I 'V' - '" ~V ~ '" VV  -V"lvv , ~ V/ , V゙ /d_: 

1:)1 1 1 1 ( J 5 

女 J J I ( 1 1 

計 12;2131111!I9

T家の農林業用固定資産の主なるものは，農地 9 反歩，山林 37 町歩，建物 5 棟延 58 坪(家計部門を

加えると 6 糠延 108 坪〕桑樹 4.5 反分，立木 5 ， 400 石，乳牛 1 頭，羊 2 頭，農機具等である J これら

のお年度の年度始めと年度末とにおける見積評価額を部門別に示すと第 2 表のようになる c なお，固定

(注〕林試経営部，林業経営研究資料 9 頁昭 28 (1953) 



林業試験場研究報 ilt 第 80';:}

第 2 表 固定資産評価額

種類・ tíl門 年度始|年度末 種た1 ・部門 年度始!年度末

i 弓1 |斗| l う iY 
土地 1, 548 , 000 1, 548 , 000 大似物 6 , 378 , 500 6 , 586 , 900 

和十 種 WI 種420 , 000, 420 , 000 71 , 500
1 

66 ， 90η 

主主 者 15 , 000i 15 , OCO j 山 キ木 6 , 307 , 000 6 ， 520 ， 0α〕

山 1ホ 1, 113 , 000 1, 113 , 000 大動物j 義者 130, 000 122 , 000 

建物j 384 , 500 364 , 600 ' 大機?'t 86 , 000 75 , 100 

判| 種 212 , 500 201 , 200 報| 種 44 , 000' 38 , 500 

宝E 蚕 112 , 000 107 , 000 i主 主主 l 32 , 000 28 , 000 

ili: 主 -lI 5zz 1 60，∞o! 56, 400 1皇 fff 10 , 000 8, 600 

Zl寸L 8 ， 527 ， C コ 0 1 8, 696 , 600 

資産の評価方法としては，農林省統計澗査部で行っている農家経済制査の方法(注1)に大体準拠したが，現

在農家経済制交では資産から除いている立木と，時11niに比べるとあまりに{尽く評価されて部門間や経営外

部との比校のために支障があると思われる土地との 2 つについては，時仰やH寺10Uによる訓述原1Mを勘案し

て独自の評価を行った 詳しくは付氏資料 (1) を参照されたい

(ii) 流動および流通資産

流動資産としては生産現物， J!位入現物，中 1111生産物，小前物，ノj、動物，ノj、機JJ..等があり，流通資産とし

ては現金，預貯金，有価証券等であるが，これらの資産の年度始めと年度末とにおける在高を調査するの

はかなり困難であり，また，ある特定の年度の経営の成果をみるためには，それほど重要ではないので，

次のように処辺ーすることにした

イ〉洗llìIJ資産の手持在高は年度始めと年度末とのIH1に差がない J

ロ〉年度始めにおける阿資産の在高は統計調査部の農業経営調査で行っている方法〔固定資産の減価償

却認を除し、た経営費に家族労働の見積傾をlJrIえたもののよli傾をもって流動資本とする) (註2)じよる J

ロ〕の方法による T家の 28 年度始めの流動および流通資産の在高は次のようになる(付属資料 (2)

参WD 。

第 3 表 流動および流通資産IÍ利用組

�'111 f'j l'洋 i 1J1 

;汗 filf!畑、 i

種|主 Z長 主
q

∞
 

一
号
∞

林
一

ρ

一

4

H

一一q
J

∞

古
川
一
A

←
お

ILJI 
仏9∞

1':1: 
26 , 400, 

なお，年度内における流通資産の増加傾は，次にのべる 1 カ年間の版j\~額に家計仕向績を加えたものか

ら購ス額をさしひいた純収入より家計費と租税公課とをひいた筏りであるに

5. 所得・家計費および経済余剥

所得はT家では営利経済を構成する哲|種，養蚕，養畜および山林の 4 部門群における純産出額または純

収益額の合計額である「そこでT家の 28 年度における部門群別の産出額投入額および純産出額を概算し

てみると次のようになる(付属資料 (3) 参照)"

(注1) 農林省統計調査部農家経済調査解説昭 28 (1953) 

昭和 26 年度農家経涜調査報告昭 29 (1954) 

(注2) 農林省統計調査部昭和 25 年度農業経営謂査報告 8 頁昭 28 (1953) 
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第 4 表 部門群別産出額

部門群|販先額 1 家計仕向傾 iE可F 震 i 出1i~9告産額 l 産出額
|サ 1弓円，_ _1サ

川種 20， 1001 67 , 600; 75，∞0; 162 ， 7∞ 

1~ 蚕 140 ， 6 一一 140， 6∞

益 子育 121 , 2001 14 ， 8∞ 15 ，∞o 4 , 0001 1九 0∞
山林 345 , 0001 28パ∞ 213 ， 000 4 ， 2∞ 590 ， 600 

計 脳 :::1 1 ::: ~::I :~:: ::: 田川 1 附則
第5 表 部門群別技入額

;'¥11 門群 I Ml 入額!

r 
引

固定資産
i成イ阿お耳

IL]; 
21 , 400 

9 , 000 

28 , 000 

中間生産物 l 
投入額|

円|
4, 0001 

64.200: 

15 , 000' 

投ス領

種
蚕
主
川
林

仲
村
川
公
山
氏
山

58 , 400 83 , 200: 

ILj 
52, 300 

84 ,700 

77 , 200 

41 , 000 

255 , 200 

第 6 表 1\11 門群別純産Ll.! 'ii.具

;¥[¥ 門 j洋 斜| 種|安 蚕 l 養 五千 山 林 計‘
〔所得〕

1勺 円 円 |う
純産 w 頒 110 , 400 55 , 900 77 , 800 549 , 600 /93 , 700 

これらの茨をみるうえで注芯:を要する点としては，

ィ.排種;jjl門の rl:r lll1生産物産出偶と養蚕部門の中間生産物投入傾とが多額になっているのは萩桑を耕極

;'\[1門にスれたからである

ロ.養蚕部門では販売額の中に 28 年度に生れた仔午 1 頭(牝 n寺師 4 万円〕の販売網が含まれてい

るまた，乳仰は 28 年度下半期カ、ら始まった牛乳ブームの影怖をうけて力、なり高い価格となってい

る( 1 升 55 ILj) 

へ山林郁門の産出績のほとんと守全部は成長ff町であって，伐J采は交換取引として処即されている すな

わち， 11記長I1町から伐J利TIîをひいたものが固定資産増殖額である。

表でみると， 所得は約 80 万円というかなりの額に達するが， その約 7 笥lは山林部門から得られてお

り，農業部門だけではかなり多角的な経営をやっているにもかかわらず，経常的な家計の維持も?J.易では

ないことが分るJ また，所得のがJ 1/4 が山林部門の資本蓄積にあてられているが，これは山林の令級自G"ìYÌ

が幼令に偏在していて主伐の対象になる林が少ないためのようであるこなお，直接家計費に関係する所得

的純収入は約 62 万円となっている

きて，この所得は税込であるから自由に処分できる可処分所得を求めるには，これより税金をひかなけ

ればならない。 そこで税金を 28 年度の税制にもとづいて概算してみると次のようになる 3 まず所得税

は， (単位千円〉

農業所得基礎控除扶養控除 A-B-C 山林収入経 費特別控除 E-F-G
A B C D E F G H 

~ 00 ~ ~ ~ m ~ ~ 
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均(H分/{l5lH額) J〔珠D山+阿I傾) 
Jí~対す 平(K均/似Jギ> H品lJ×罪設4相/5 

(納K税+額M) る ，{l~ 省司 (H X;{5L) 

J K L 乱f

13 47 9 0.2 11 20 

275円となる?このほかのおもな税金としては，回定資産的，ホl民税，木材引1[主的があるの

これらの地方税は，一E応古、の2

{役交場の f資百定4矧領をそのまま採F川!日jすると，がJ 1. 5 万円となる。したがって税金総如、は 3.5 万円となる。この額

は偶然にも開き取りの際TH:が話された税額と同額であったことを付守己しておく。そこで可処分所得は，

所得 税金 可処分所得

793 , 700-35 , 000=758, 700 1'3 

となる J

この可処分所得より家計費をさしひけば経済余剰が求められる T家の 28 年度の家計費は次のようで

ある。

第 7表家計費 (28 {Hむ

H1 JJI、ム 可1 物~ , il'& 仰Î {賀会IJ

I-Y' |サ 1 サ lサ i ?� 
食 費 70 , 000 

相正 JJは 主主 60 , 000 

82 , 400 152 , 400
1 

44 

60 , 000 17 

すと 穀i ,/ 6 , 000 34, 400 10 

住 居 15 , 000 33 , 300 9 

教育チ9z グ 35 , 000 

修判{呆|似司監~， 9Z,luí グ 9 , 800 
，娯楽

費 25 , 000 

35 , 000 10 

9 , 800 3 

25 , 000 7 

前‘ 220 , 800 110 ， 8∞ 319 , 900 101) 

上主\iO? hl:ヵ、に，住居の改築やモーターイJ 長liliL;事のJl1IJ 入のために，かなり多傾の現金ならびに現物支出が

なされているが，これらの耐久財への投資は，それだけ財産が揃えたことになる，いわゆる，交換取引な

ので家計費のなかには含めていないり!位入手)JJf度なので償却費もほとんどなし、) もし，これを家計費に

含めるとすれば， l]Îjf[(iにのベた1M定資産の年度末在高をほぼその傾だけ増せばよいわけである

上表に示された家計費は，統計測査官[1てイ子った農家縦約制査における関東地方のil丞営刺ー地面積 2 町以上

農家の平話J家計費にほぼ等しい また，そのエンゲル係数も同じくらいとなっている

最初にのべたように，家族従営における家計設のもつ重要さからして，本来ならば家計費の内容に立ス

って検討を加えたいところであるが，それは部外者のやれることがらではないので，ここでは家計費の内

容を上表によって紹介するにとどめる ただ，このさい，経営者みずからが自己の逗営を分析しよう主す

るばあいには，この家計費の検討がきわめて大切であるということを重ねて強調しておきたいご

さて，経済余剰は可処分所得より家計費をさしひいたものであるから，

可処分所得 家計費 返済余剰j

758 ， 700 円 349 ， 900 円 =408 ， 800 円

このように経済余剰は約 40 万円に達するが，このうちの約半分の 21. 3 万円は立木の資産増加として

山林郁門の資本蓄積にあてられ，筏りの大部分が前述したように住居の改築，自動自転車等の耐久的消費
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財の JU1i:入にあてられたもようであるム

以上にのべたことを，損益計算書の形式によって整理してみると次表のようになるノ

第 8::'廷損益計算書。 (T家)

自昭和 28 年 1 月 1 日 至昭和 28 年 12 月 31 日

損失

所得的支出

固定資産減価償却額

流動資産減少傾

(木年度所得

!和制支出
家計支出

i生産現物家計仕受
継が?余剰J

金額利益

113 , 600 

58 , 400 

0 

793 , 700) 

35 ， C ご 0

239 , 100 
110, 800 
408 , 800 

965 , 700 

所得的収入

生産現物家計仕向

固定資産増殖額

流動資産増加傾

子、
Aム 額

626, 900 

110, 800 

228 , 000 

。

965 , 700 

9 ー

この損益計算書は，いくつかの仮定をおいて試算されたものである戸仮定のおもなものとしてはまえに

ものべたように，流動資産の年度始めと年度末とにおける在高に安化がないとしたこと，固定資産の単位

f回路:こ災動がないとしたこと，すなわち，実際には年度始めと年度末では，たとえば，立木 1 石の価格が

28 年皮においてはかなり異なっているのであるが，それを動かないとしたこと， 農林業以外の収支を無

侃したこと等があげられるぞしたがって，この試算は，文学どおり試算の城をでないものであるが，しか

し，農家経済制lottでやっているような詳細な記帳によらずに，単なる聞き取りではこの程度で満足しなけ

ればならないであろう

さて，この損益計算書をみただけでは， T家の所得がし、くらであり，経済余剰がし、くらであるかが分る

だけで，その所得が生産要素のどのような働きによって成立し，余剰をどう使うことが合理的かというこ

とはわからないc これらのことをみるには営利経済を構成する各部門の内部に立ちいってみなければなら

ないJ

6 自家労働と自己資本の配分

T家のような家族経営では，最も基本山Jな経営要素は自家労働力である。山林部門を除けば所得の大部

分は自家労働の報酬であると考えられるから，自家労働の部門別，時期別の配分の仕方が，所得の大きさ

を左右することになる そこで T家の 28 年度における自家労例の配分状山をみることにする

第 9 表 部門別月別自家労働.叩分表

~'\il '門\\ ¥ 2 ο 、 4 6 7 8 9 10 11 12 計

親F 積! 5 10 10 15 20 20 20 20 15 30 50 20 235 

養 蚕 40 60 5 30 30 165 

養 畜 12 12 12 12 12 10 13 13 13 15 14 12 150 

山林! 10 15 25 25 5 10 20 20 10 5 35 180 

計 l27 37 47 52 77 100 58 83 68 50 64 67 730 

まず月別の配分状況をみると，養蚕をかなり大きくやっている関係で 5 月から 9 月にかけて労働日数が

多く，とくに 6 月の 100 日がめだって多いc これに対して 1 月から 3 月にかけて少なくなっているが，全

体としてみれば，多角経営を行っている関係で年間の労働配分は一般農家よりもならされているといえる
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であろう部門別の削分状ìlJ]をみると， îJI 種川吋が全体の 32% で最も多いが，概していえば 4 1'\11門l!llに

大差がみられない。なお，自家労働の納充のために罷った人数は，山林部門で育林のために 25 人， Il~伐

木の伐出のために 40 人， î~f種部門で 5 人だけであって，特別な事情による IIll伐木のイ支出のための 40 人

を除けば， 30 人税度であって， T家の経営のための総労働量のfi'ii方通 496 にしかならないu したがって，

現在のところでは家族労働力利用経営であるといえるが，今後もし山林部門において積仮的に造林地の必;

大を行うとすれば， Jii1 ~lî人数の増大はさけられないであろうが，そのばあいはたして迎矧にそれだけの人

を1ほうことができるかどうかという問題がおきてこようっ

つぎに，自家労働力とならぶ重要な経営要素である土地と自己資本の部門別配分をみることにするコこ

れについては 3 í1ííでのべたように，資産の;îlfJiIîにいろいろと問題があり，流動および流動資産の在高を調

江をできなかったことなどから概時なものしか分らないが，その見1'1王手側額は第 10 表のようであるラ

第 10 表 部門群別土地，自己資本?担分表(年度始) これでみると，土地および自己資本の見積額

円程門群|諸説組 資暫者| 計 の部州門糊配肘分額飢は純惟産出摘額駒即の削川)1恥!
!円弓 1叶サ 1 う り，また，費用効率の}1[1 となっていることが分

748 , 000 I 42.900 790 , 900 

141刈o I 26ωo|170パ∞る
215 , 000 I 35 , 800: 250 ， 8∞ 

川
柳V公
安
山 tfT 

君主

主言

林 7 , 420 , 000 43 , 000' 7, 463 , 000 

7. 経営成果の分析

( i) 自家労働の報酬

計- 8 , 527 , 000 148 , 100 8 , 675 , 100 
~ , ~ -~， まえにのべた部門群5.iUの純産出額は，てれぞ

れの部門î~'に投ぜられた自己所有の土地，資本，労働力および企業者能力の 4 要素の協働の成果であるか

ら，その内容は，見積地代，見積資本利子，見積自家労賃および企業者利潤の 4 要素より構成されている

ことになる勺ところでT家のような家族経営では，企業者能力を含めた自家労働力の使い方が最も可定的

で，しかも最も基本的な要素であると考えられるので，純産出額から見積地代と見積資本利子とをさしひ

いた筏り，すなわち，見積自家労賃に企業者利潤を加えたものニ白家労働に対する報酬について検討して

みることにする f利子ネ 6 %), 

第 11 表 部門群別自家労働報酬

部門群 句産 出 額 l 見積地代+ 日家労働報酬|自家労働 l 自家労働
『ド'10 )'E uj 見積資本111t _ 1=1 '0'-7.1 1:J"nJj(r.~'n 1 授ス長 単位当 17 報酬

が|種 110 ， 4∞|町00 I 62, 900 i 235 日 268
益蚕町∞ 10 ， 200 I 15 , 700 165 277 

資者 77 ， 8∞ 15 , 100 62 , 700 150 418 

山林 549 ， 600 447 , 800 101 ， 8∞ 180 565 

計 793 ， 700 1 520, 600 , 273 , 100730 374 

上表をみるうえで注志を要することとしては次の諸点がある

イ.見積地代および資本利子の算定には 6% としづ利子率を用いたが， 従来林業関係では 4~6%

が多く用いられ，農業関係では 4~9~るというふうにし、ろいろの率が用いられている。ここで 6%

を用いた理由については第 2 部で詳しくのべることにする 3 もし利子率として統計調査部の農業経営

調査に用いられている農業手形の年利率 8.76% を使うと，山材部門の自家労働報酬は多額の赤字と

なり， 1%下げて 5% とすると 1 人当りの報酬が 980 円主なって他の部門よりはるかに多くなる。

このように巨額の自己資本を投入している山林部門では利子率の大きさによって労働報酬が大きく~
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化する。

ロ.主苦手i:111門では 28 年度にたまたま時価 4 万円の仔午けじが生れたことと，乳f而が牛乳ブームでか

なり 1I品貴したことにより，純産出額したがって単位当りの自家労働報酬が平年より多くなっている J

さて，上表をみると， ~#j:種，養蚕の両市[1門の単位当り労働報酬がこの地方の農業雇用労賃である 250~

300 円に半じて速している低いものであることが分るーこれは，車)1 種部門の主体が，主要作物jの rl:rでは最

も労働生産性が低L 、といわれる大安生産であること f注) , し iJ' も刺[乍条件の:&~い山畑が多いこととによ

る。労働集約皮の高い養蚕部門の低いのも当然、考えられるところである J これに対して養育部門のそれは

かなり高いが，前述したような斑由で，これは HI当割引してみなければならない J かりに産出額を 15%

減とすると 294 円になる r こうしてみると農業の 3 部門の労働報酬は大差なくともに 300 円前後の水ijl~

になるといってよいて、あろう

前述したように，純産出煩の合計煩，すなわち，所得が最大となるための一広の条件としては，投入絹

単位当りの限界約im出額が各部門において均等となることであるが，同様に，自家労働の報酬の合計額が

最大になる~rz;の条件として!工，各部門における限界自家労働報酬がなるべく均等になることであるみし

かし実際には各部門への自家労働の投入u寺共Ijが技術的な関係から異なってくるので，このように間単には

いえないし，さらに，限界領を求めることが事実上不可能なので，表のように平均領によるとすれば，な

おさらこのへんの検討は正確さを欠いてくる v こうした事情はあるにしても，各部門に技ぜられた資本軍

と労働量との比率〈資本の有機的lîIi!ìX:とよばれる)に大きな差がなければ，平均労働報酬の比絞L よって

概略の検討はできるであろう

こうした見方からすると，新種，養蚕，養子容の 3 部門におけーる自家労働の平均報酬がかなり接近してい

るということは， T家の農業部門における自家労働の問分の仕方が，かなり合理的なものであるというこ

とができょう すくなくともこの結果だけからすれば，ある部門を縮少したり，ある部門を拡大したりす

る必要があるとはいえないであろう

山林市門の平均自家労働報酬は他の{;I~門より泊、なり高L 、 5G5 円となっているが， この傾は利子4~の大

きさによって大巾にZE化するので他の部門と同様に考えるわけ1こはいカ為な l '\.:，山林部門には利子率の問題

のほかに，もう一つ厄介な問題がある それは，育林のための自家労働の投入吟兵日と，その労働の成果で

ある産出との間に長期間を要するということである 28 年度に使われた自家労働と 28 年度における産

出獄との 1:\1には庇援の関係がな\"，-，このことは 28 年度 1 カ年間における投入量と産出量とから自家労例

の椴酬を計算オることは全く無意味であると L 、う J比'['IJを生ぜしめる。

この批判は一応もっともである しかし，も LT家の山林が法I日本に近いならば，ある年度の投入と産

出色を対応させることはきして不合理ではないコところでT家の山林の令故配置をみると，かなり不法正

であって，この条件を満足していないから， この批判lに答えるには 565 円と L 、う額がどのようにしてで

てきたかを尋ねなければならない

山林部門の産出額の基礎は成長f聞にある c すなわち，利用伐期以上は連年価値成長量，それ以下は修E

原価の年増加額にもとづいて産出額が求められる=新植地や幼令林では，造休のための自家労働の見積額

が，見積地代や利子とともに，その他の支払経費と合算されて，固定資産の増殖額として産出額の中に計

〔注〉 藤井俊治:麦生産費計算の 1 考察，農林統計調査 1954 , 7 

石橋秀雄:麦価と生産費 " 1953 , 8 
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上される。それゆえ，山林がおJ令造林地のみのときには，自家労働の報酬が自家労賃のJ1m仰こしたがっ

てその地方の雇用労賃に近くなるのは当然なことである。 しかし， このような幼令造林f自は山林面債の

1/7 を占めるにすぎない。

T家の山林の 2/3 は薪炭林であるコこの薪炭林の土地と立木資産の合計評価額に対する成長仰の比率は

が] 6 %となっている CiU) また，立木資産の大部分を占める VL令級のスギ造林地の折率もが] 6 %とな

っている(注2) このようにして，山林資産の大部分が偶然にも割引率と同じ 6% の資本収益率となって

いるため，幼令造林地だけのときと同じことになり， それほど違わない雇用労賃の 300 円に近い額の労

働報酬となったわけである。

こうして労働報酬の説明はつけられたが，このことからあまり有効な結論はでてこないれ山林部門の資

本収益率が利子率の 6% をやや上廻る制度のものであること，利子率がif2ったときと同じように，山林

部門の収益率が~化すると平均労働報酬が大巾に定化すること，したがって，山林郁門の収益率をもっと

高めることができるであろうから，労f重f報酬を他の部門よりはるかに高い水準にひきあげうる可能性があ

ること等がし、えるにすぎない J そこで問題はこの可能性をいかにして実現するかということになるが，こ

れについては第 2 j郊でのべるこ主にし，ここではその前提となる資本の立場からみた実態の分析を仔うこ

とにする 3

(ii) 企業経済純収益と資本所得比率

T家の経済は家族経済であって企業経済ではないから，資本の立場からの分析はどちらかといえば二義

的なものであるが，山林部門に関 Lてはiì↑l述したように資木i日成の関係からして労仰州1酬が資本の収益性

によって左右されること，また，資本帯債の貴闘なイ殺の農林業経営のばあいには，乏しい資本の効果的

な活用が重視されることなどからして，この函ヵ、らの分析も労働に劣らない重要さがあるといえるュ

純産出額のうち，土地を含めた自己資本の働きに帰せられる ;111分は，純産出額から自家労賃見積額をさ

しひいた筏り，すなわち， 企業経済純収益とよばれるものである。 T 家の部門併別企業縦約純収益は第

12 表のようである。

この企業経済純収益から見積地代と見積資本利子とをさしひいたものが狭義の利潤であって，それが黒

字であれば一応、企業的にみて尿算が色れるということになる。

とこうで，このような企業経済純収益や企業利潤の絶刻糊をみるだけでは，その部門の企業|削采~iîがと

れるかどうかが分るだけで， その部門に投下された資本が， 他の部門に比'1Qì:してどの程度効%1'1'')に使用

第 12 表 部門群別企業経済純収益 第 13 表 部門群別企業利;Wl

部門群|純産出額|百管室開哩 問群|許諾 12SZZLild三業利j閏
i曻1 19 円 1'-] 円|門

i:J1 種 110 ， 4001 58 , 700 , 51 , 700 耕積 51 ， 700 47 , 5001 4,200 

益歪 55， 900 ' 41 , 300i 14, 600 養蚕 14 ， 6(ね 10 ， 2001 4, 400 

公苛 77 ， 800 37 , 500; 10, 300 養帯 40， 300 ， 15 ， 1∞ 25 ， 2∞ 

山林 549， 600i 45 , 000: 504 , 600 山林 504 ， 600 447 ， 8∞ 56 ， 800 

計 793 ， 7叫 1… 611 ， 200 計 611 ， 200 山∞[…

C�'_�) 付属資料 (1) の i と iii とより li!l fllli 24><4=96 万円，立木資産 43 万円，成長価 9 万円

豆一 ~O.06 
96 ト 43

(注2) 地価 3.7X7=26 万円，立木資産 439 万円，成長価 27 万円
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されたかを判断することはできない このため投下された土地を含む資本に対する企業極的純収益および

企業利潤の比率をみることにする(前者を資本収益率，後者を利潤率とよぶことにする〉

これでみると，長南部門のほかは比較的苦が少ない 第 14 表 部門群別資本収益率および利潤率

1)聞でのべたように，益苛部門ではお年度に仔牛が生 部門群地価+資対話益事|利潤率
わしたことと，乳1rflí高とのために，産山高が平年よりかな 円 9~ 9'ﾓ 

り多くなっているとみられるので， かりに産出傾を 15

%減ずると仙の部門と同じくらいになる r したがって，

この比率よりすれば，自己資本の部門別配分もまた合限

的であるといえそうで‘ある すくなくとも，この結果か

ら不合~qlな点を指摘することはできない

:jJI 種 790， 900 6.5 0.5 

養蚕 l九400 8.6 2.6 

護者 250 ， 800 16.1 10.1 

山林. 7 , 463 , 000 6.8 0.8 

山林部門の 6.8% とし、う収益率は，第 2 f'il\で詳しくのべるように，経営の改善によって 8% くらいま

では高めうるが，いずれにせよ，他の市門に比較してはるカイこ高い資本店!?成であるにかカ hわらず，収益率

にあまり誌のないことは注目に値しよう なおこの収益率は， T家の山林を時佃iで購入し，全面的に雇傭

労働を使って山林を経営するとしたときの!出入資金と逮伝資金の利廻りを示している〔従来林業でよくし、

われる造林の列但りとか，林業絞1'1]学でし、う収利率とは全く異なったものである この卒の大きさは，山

林を新たに迫力I1Jt的入して，山林部門の l道営規模を拡大した方がよいのか，あるいは所有山林の全部または

一部を売って，その究会fI金で{也の事業を始めたり，株券をう'己ったりした方がよいのかをきめるさいの一つ

の指標となる“山林の所有|苛債を一定にしておし、て，現在，;rri:木をした方がよいかどうかをきめるさいの指

標としては，普通にし、われる jS休の利廻りの方がより;適当であるJ これについても 2 郊でのベる二

一般の企業のぼあいには， 1-)、上にのべた純収益，利潤，収益率，利潤率といったものが成果分析の焦点

となるわけであるが，家族誕営における資木の働きをみる指標としては，これだけでは不充分であるへと

いうのは，家族従営て、使われる労働力が自家労働力で・あり，白家労働力はm~宿労働力とは異なって固定的

な性質をもっている力主らである 家族経営を企業として擬制計算することは実情に合わない。

このことは，あた由、も国民経済におし、て，労働力量が人口と年令1花氏とから規定される関係上，短期的

には一定量とみなされることと事情を同じくするといえよう、このように，労働力量一定とし寸前提のも

とでの資本の有効な使い方としては，なるべく少ない資本でなるべく多くの国民所得を位得することにあ

るつすなわち，国民所得の資本額に対する割合を示す資本号'1r得比率(泌済学で資本係数とよばれるものの

逆数〉の大きさが，資本の働きをみるばあいの指標となる c このことはそのまま家族怪営に応てはまるう

そこで，この比率を求めてみると第 15 炎のようになる。

これでみると，山林部門の比率がかけ、はなれて小さいここれは資本構成の違いからくる当然の帰結であ

るにしても，農林複合溢営型の家族溢営における山休経 第 15 表 部門群別資本所得比率

営集約化への道がl険しいものであることを端的に物語っ

ているハこの比率を 10% にまで高めることは現在の技

術をもってしでは不可能であろう v 期待される山林部門

の平均労働報酬が他よりはるかに高いものでありうるに

しても，年所得の十数{吉の資本維持に耐えうるだけの経

済状態になければ，いかなる山林経営の改善計画も画に

資本所得
部門群地価+資本所得比 率

円円 '}6
耕種 790 , 900 110 , 400' 14.0 

養蚕 170 ， 4∞ 55 ， 900，与2.7

養子 250 , 800 77 , 800 .31. 0 

山林 7 ， 46.3，∞o 549 ， 6∞ 7.4 
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かかれた餅にすぎない。

幸にしてT家は，支えにみたように，この山林部門の巨額の資本維持に耐えうるばかりでなく，新たに

相当の資本蓄積を行うことも可能な恵まれた経済状態にある。しかしT家にそのような経済力があるにし

ても，その力をどこにふりむけたらよいかとし、う疑問には，いままでの分析だけでは答えられない、これ

までの段階でいえるおもなことは次のようなものであろう

自家労働の大部分を投入している農業部門における労働報酬を全般的にもっと高めることはできないか

とし寸問題はあるにしても，今後に残された一番大きな問題は，総資本額のがJ9割，所得の約 7割を占め

る山林部門における資本と労働力の合理的な活用方法ーいかんということにあろう。それは経営者が山林部

門の資本収益率 6.8% ， 資本所得比率 7.4% とし、う仰をし、かに判断するかということから問題解決の歩

みが進められることになろう 次の問題としては，耕種および養蚕部門は規模も技術も既に大体悶定して

いるので， 28 年度においては単位当り労働報酬でも投資所得比率でもかなりよい成績をあげた養苔部門

を今後どうするかということがあげられよう c 山林部門と養苛部門は性格はかなりちがっているが，とも

に資木や労働力増授の余地が多分に残されているので，これら両要素の投下という回で両部門はまさに競

合の関係にお;ò';j1，ている 前述したように，現在のところT家の経済余剰はかなりの額 (28 年度約 40 万

円〉に達しているから，労働力はともかくとして，資本橋投能力には事欠かなし、。いままでの考察は営利

経営部門中の農林業経営だけを対象としてきたが，資本授下の途としては，新事業の創設とか， i証券の購

入，預貯金等いろいろあるので，経済余剰jの効果的利川方法を見いだすには，そのような農林業以外の部

門をも考慮、にいれて検討しなければならないυ また一口に山林郁門の投資効率といっても，どういう形で

投資するか，たとえば，山林を購入するのか，薪炭林をm材林tこ切替えていくのか，百'fil~ して資本を蓄積

するのか，造林方法を集約化するのか，といったように投資の形が斐ればその効率の大きさも異なってく

るので，こうしたことも検討しなければよ主体的な結論はでてこなし、。さらに，根本n句な問題として，経営

者の考えている経営目標がどこにあるか，予想や選好の仕事はどうなのか，といったことをはっきりさせ

なければ性格の異なった設資の効果を比較判断することはできない。

第 2 部においては，このような実態分析につづく i諸問題を/1防次検討しながら共体的な改善計四の作製を

することにしようコ

目 改善計画

1. 計画の目標

第 1 部では， T家のような家族経済の追求する目標としては，自己所有の生産要素に帰属する報酬の総

額，すなわち，所得の持続的最大をはカるにあるとし，その観点から経営成果の分析を行った。

しかし，もっと立ちいって考えてみると，家'族経済を構成する 2 つの部門である営利経洛と消費n~括的の

うちで主休となる部門は後者であって， 営利経済部門はそれに奉仕する手段たるにすぎない、 したがっ

て，家族経済の終局の目標は，消費経済のiQ求する目標である欲望充足度の最大，いいかえれば，紙大効

用の追求にあるといった方がより1Efrt1iである(的J そこで，極大所得と傾大効用との関係が問題となって

くるのであるが，この関係は必ずしも間単ではない 所得が協大になったときに，獲得される効用が械大

になるとはし、えない たとえば，あるl'uæ余絡のある生活ができるくらいの大きさの所得が得られたとす

(注〉 神崎博主主:農業経営の目標と所得効果，農業経済研究 24 , 4 悶 28 (1953) 
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る G そのばあい，自家労力をもっと経営に投入すればさらに所得を消すことができるとしても，そうせず

に，余暇を保養とか，享楽に向けたほうが獲得される効用は大きくなるかもしれない l 山林経営について

いえば，山林からあげられる年々の所得をなるべく大きくするよりも，山林とし、う資産をなるべくふやし

て，立派な山林を所有しているとし、うこと自体からえられる効用一一自分の持っている財産についての誇

りーーを重視する山林所有者は少なくなしてc こうし、う山林所有者は，手持ち資本を効果的に活用して経営

の合理化をはかり，家族の生活水準をできるだけ高めるとし、う方向には向わないで，たとえ自分の生活を

きりつめても， また手持ち資本の効率はし、かに低いものになっても， とにかく財産さえふやせばそれで

よい主いう考えが強い，~こうした考え方は，山村と L、う閉鎖的な，保守的な環境，その人々のもっている

財産の大小が社会的地位の尺度となっている現状，高い所得の効果的な消費についての制限，といった都

市とは文却忠的な山村のもつ~V凶から生れてきたものであろう。それゆえ，現状では一概に否定できない面

をもっていることになるのであるが，しかし，山村おける商品経済の穆透，交通の発述，教育文化活動の

普及といったことから，山村の環境は次第に近代化され，それにつれて山村の人々の考え方もまた近代化

の方向に向い，より高い効用はより高い生活から，したがって，より高い所得から，もたらされるという

ふうに愛りつつあるものと考えられるー

このような事情からして，現状からすれば多少飛限があるかもしれないが，極大効用は極大所得に中lìÞHI

なものであるという前知にたって計画目標の具体的な姿を眺めてみることにする。

所得を持続的に最大ならしめるということは，一見はっきりしているようであるが，実はヵ、なりあいま

いな表現である。とし、うのは，種々の事情によって年々の所得の大きさが愛勤するから，経営方法を具に

した主きの所得の差をみようとするばあいに，ある特定の年の所得を比較してみてもあまり意味がなく，

経営方法の差異が影響を与える全期間における年所得の系列(iü について比較しなければならないからで

あるc たとえば，経営方法を卵、にしたときに期待される予想所得の系列がA ， B , C の 3 曲線のようであ

るとすると，この 3 つのうちで所得が最大であるのはどれかを客観的

に判定することができるであろうか。このばあいの判定の方法として

l土，将来期待される各年の所得を利子率で割引いて現在価を三!とめ，そ!i:I

の合計額のがで判定す』ることが考え山が，この方法にはのよ 1|
うな問題がある。そのーは，このばあいに使われる利子率の大きさを | 

きめることが，実際問題として非常に困難であることである 市場で l 

成立している利子率にはいろいろのものがあって，そのうちのどれを

とったらよし、かということになると，とうしてもある程度の主観的判

断がはいらざるをえない。そのこは，所得の前価合計額の比較だけで

は，年所得の反動の状態が分らないということであるつたとえば，所年

得の前価台計額は同じでも，右下図のA曲線で、示された所得系列のよ所
待

うにさE動が少ないばあい t ， B 曲線のように会窃jが大きいばあいとが

ある F 一般的にし、って大巾にき主動する所得は，愛動の少ない所得より

も所得総額に差がなければ，それより獲得される効用が少なくなるか

ラζ三7
期間

ρマムマ
期間

(注〕 山林部門に関しては年所得というよりも年純JIí(入といった方がよいが，これについては 6 節でのベる。
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ら望ましくない(詑1)。

こうした事情から長期的な所得の比較ということは厄介な問題であって，一応客観的になしうる限度と

しては，予想所得の系列，すなわち，所得I出線を向くところまでであって，それから先は，個人々々の主

観的な判断，選好といったものによって判定せざるをえないわけで‘ある さらに，予想所得そのものが，

技術的あるいは経済的な予想にもとづくものであるから，それには大巾な主観的判断がはいってくるコ，と

れゆえ，計回目標をより J~休l'内に示すために，溢営者の二Hi!や選好;こ対する考え方を次節でとりあ:-r るこ

とにする

2. 予想と選好

( i )予;111

ある縦営方法をとったばあいに期待される所得の大きさを予想するには，技術的な予想と経済的な予想

とをしなければならなし~按術的な予想とは，たとえば，薪炭林のf足跡地にスギ、を造林するとすれば将来

どのような成長をするであろうかといったことであるが，このような予想は，技術についての深い理解が

あれば，その地方にはじめてとり入れられるものでないカ，;g'り，かなりの税度に客観的になしうるものが

多いであろうのこれに対し経済的な予想とは，主として側絡予想であって，これから楠えようとするスギ

が伐矧に述レたときに，どのくらいの何陥で売れるであろうかといった長期予怨や，現在すでに伐期に達

している林をいつ伐ったら有利であるかといった短期子組などがある J

何j告はいうまでもなく需要と供給との関係によってきまるわけであるから， 将来の価絡を予想するに

は，そのi術品の需要陥造や供給柿造が将来どうなるヵ、を予ìlllJしなければならない 1 しかし，この予ìWJは，

数十年先の長期はもとより， ff!li1'各斐動の激しい木材のごとき商品では数カ月先の予測すら，かなり不確実

なものとならざるをえない。予想にともなう不確実性は，その商品の 1;!lîf各形成のメカニズムに関する理論

的，実証的研究の進展によってある程度とり除きうるが，それには限度があり，結局は強気の予想，弱気

の予想といったふうに，個人の主観に依存する商が長!切になるほど多くなってくる

こうした事情からして，自nf各支1jJの rl}rmな独占企業者を除けば，一紋の企業者のたてる予想、は，強気か

切気かといった個人差はあるにしても，慨していえば，rJ1在の価格が今後もお宅くであろうというような漠

然とした，いわば惰性的なものであるといえるであろう i とくに農林業者のようなばあいには，人や事業

の性格からして，そうした傾向が強いように忠われる}

惰J凶作Jな ílllî格予想をもっと詳しくいうと，現在木材 1 石当りのíITIî絡が 1 ， 000 円から 1 ， 200 円;こあがっ

たとすれば，予;t[H而絡も同じように 1 ， 000 円から 1 ， 200 円にあがると考えることて、あって，ヒヅクスの

言葉をも~っていえば(回)， 側l各予想の弾力性が 1 のばあいである 3 これに対して，木材価格は過去にお

いて 5% の騰貴率を示してきたから今後も同じような騰貴率をもって騰貴していくであろうと予想する

こともありうる】 これがし、わゆる強気の予想であって予想、の弾力性が 1 よりも大きいばあいである。 逆

に，現在価格上昇の頂点に立っていると考えるならば，予想は弱気となり，予想の弾力性は負となろうっ

こうし、た，いろいろな予想のタイプのうちのどれをとるかによって予想所得が愛化し，それに応じて予

想所得を最大にする生産計画の立て方が2さってくるわけであるが， どのタイ 7・の予想が適中する確率が大

(注1) これはピグーの厚生経済学の第 3 命題にあたるが，この理由については，野村勇，林産物価格形成の

国論的研究林誤報告 72 号 119~120 頁脚注を参照されたい。

〔注2) ヒツクス著安井・熊谷訳価|芭と資本][ 314 頁参照
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きし、かを客観的にいうだけの資料はいまのところ与えられていなL、。したがって，結局は個人的な判断に

よって選択されざるをえない段階にある。木材価陥に関しては，生産期間の長期性のゆえに，生産費，正

確にいえば限原生m費によって規定される正常f~1í陪といったものと切実の市場で成立している市場frlIi 1'告と

の関係が明確でなく，さらに正常価格の想定そのものが困難である。こうしたことが，需要の菱化を予測

することの困難性と相まって木材価格の予想をきわめて困難なものにしており，それが多くの山林所有者

をして惰性的な価絡予想をさせることになる ところで，惰性的な価格予想のもとに生産計画を立てると

いうことは，一面ヵ、らみれば，溢済の部Jきに対して鈍感に対応、するわけで、あるから，価格の安部Jを大きく

する結果を招くことになって， fiTIî格予想を燥しくすることにもなり，ますます何絡予想、をして惰性的なら

しめるという一種の悪循環をきたしている したがって，惰性的な価格予想のもとに生産計四を立てるこ

とは望ましくないことではあるが，現状ではやむをえないので，この計画でも価絡は-tc;現状紘持という

前提で立案することにする なお，これについては後に造林の手服回りを検討するさいにもっと具体的に筆

者の考えをのべることにする F

(ii) 選好

選好は予組以上に経営者の主観が強〈入るものであるが，計隠の方向をきめるうえで重要な要因とな

る。選好にはし、ろいろなタイプがあるが，大きく分けると次の 2 つになる〈ω。

1 つは「虎穴に入らずんば虎冗を得ず」式の危険を冒して特別利治]を追求しようとする投機的なタイプ

であり，他はこれと反対に「石橋を~pl.、て渡る」式の，どこまでも安全確実を旨とする保守的なタイプで

あるの経済発展の担い手としては前者のタイプの経営者の役;引が高く評何され，実業界で大をなしたもの

の多くは，このタイプの成功者であるが，農林業の経営者はほとんど後者のタイプに属する。明治時代に

他に率先して造林を積i霊的に行ったものなどは，そのな力、で例外的にみられる前者のタイプである勺農林

業の経営者の多くが保守的であるのは，投機的なタイプの成立を可能ならしめる契機が，主として技術の

発展に依存するとしづ事情からして，鉱工業よりも技術発展のテンポがはるかに遅い農林業の技術的特性

がまずあげられよう( また，農林業の経営規模が一般に小規模であって，ほとんど家計と未分間tの状態に

あることも，危険より安全を，利潤より生活安定を選ばせているといえよう。さらにそれと関連して，新

しい知識の不足も見逃しえないものがあると思う

選好は主主目的なものであるから， どちらのタイプがよいカ・といったことはし、えないが，保守一点張りで

は経済の発展は坐れてこないヵ、ら，所得を将来増大させていくという I~I 擦を立てれば，ある程度の投機性

をとりいれなければならない この点でT氏の考え方をみると，農業部門では他に率先して乳午をとり入

れ，林業部門では幼令薪炭;f;;j:を伐採してまで用材林伝換を積i極的に行っているなど，農林業の経営者とし

ては，かなり投機的な選好をしているといえる c それゆえ，これからの計画も， T氏のこのような考え方

tこもとづいて立案することにするコ

上にのべた選好左は少し性質を異にするが，将来の所得一単位の消費によって獲得される効用の大きさ

をどのくらいにみるかということが，計画のたて方に大きく影響する。これはすべての経済計画において

当面する問題である。 現在の消費をきりつめて資本蓄積を行い，将来の消費の増大をはかるか， あるい

は，現在の消費の方を重くみるか，このどちらを選ぶかという問題であるコいまどのくらい造林したらよ

いかとか，伐期をいつごろにしたらよいかといったことをきめるには，このことが決定的な要因となるご

(注7 磯辺，渡辺，三沢，金沢共著農業経営ノ、ンドブック上巻 306~313 頁参照
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この問題はllnfuîJの図における A. B. C の 31山線のうち，どれを選ぶかということであるが，この選択

は一般的にいって，現在の所得ならびに消費水準がどのくらいの高さであるかによって，かなりの程度に

左右される 現在の生活に追われているようなときには，たとえ明日の消費にひびいても今日の生活の維

持をはからなければならないであろうし，現在の生活に余併があるときには，その余怖の ~mlを j守来より

高い生活を実現するために使うことができる。 ïÌÎi者にあっては将来のことをあまり考える余裕がないとい

う意味で，将来の所得一単位からえられる効用はJ引淡的保く l汗fII\jされ，後者では逆に比較的高く評価され

る。いいかえれば，前者で‘は将来の予想、所得の現在11町似をコ!とめるばあいに使用される ι1司引率が大きく，後

者ではノj、さいということになる もちろん，こうしたことは，一般的には，そうした傾向があるだろうと

いう程度で，個々にみれば，例外が少なくないであろう fω

T氏のばあい，前首jの図を示してどれを選ぶかを聞いたところ.A曲線一一現在よりも l手来の所得の増

大を希望する十ーを選ぶとのことであった。 T氏にかぎらず，山林所有者，とくに中規模以上の山林所有

者にはこうしづ選阪をする人が多い i これは中以 1-.の山林所有者となると将来のことを考える余栴がある

ことのほかに，行tjfHiでのべたように，所得というよりも資産をふやしていきたいという ljíJ資本主義的な考

え方が相当はいっているように推察される。いずれにしても，将来財の伺値を比較的高く評11町するという

ことは，将来財に対する割引率が比較的小さいことを示すもので，山林の経営方針についていえば，林利

最高とか土地純収陸最高というよりも森林純収限の最高を 111票とする考え方に近いわけである しかし，

森林純収穫説のように，将来財に対する割引率が 0 であるとみる，たとえば現在の 175円も 10 年後の 1

万円も同じだというのは資本主義の世の中にはliliJH しない話で，すくなくとも郵便貯金の利子半程度の割

引率は考えなければならないと思う。もし今後貨幣rilli仰の変動がないものとすれば，現在の骨量1:1:会にお

ける資本の生産力をほぼ示すものとされている公川院の利但りを割引率として用し、る方が適当であると思

われるつしかし，長期|刊にみて貨幣阿値の下落は迎け対r'l 、ように思われることと，山村の人々にとって公

社債は既11染が部く，到底郵便貯金や銀行預金の比ではないということ等の理由によって，公計伎の利廻り

よりは 29合くらい低L 、 1 年据置郵便貯金の 6% をもって将来財に対する割引率，自己資本に対する手u

子率ということにする〉もちろん，将来財に対する割引率とか自己資本に対する利子率といったものは，

まえに強調したように主闘が強く入るから，一律に 6 9~~ ということではなく，とうぜん個人差はかなり

大きく 6% はほんの一例にすぎないわけて、ある

3. 生産要素配分上の若干の問題点

第 1部でT家の経営の実態分析の結果をのべたが，それよりしてT家が今後所得をJ曽大させるためには

T家の保有している資本や労働力を営利経済を府成している各部門にどのように配分したらよいかという

問題について概略の考察を加えてみよう

羽卜種と i!~蚕の 2 つの部門は，前者はおもに自給生産，後者は商品生産というふうに生産の目的は異なっ

ているが，共に約 4 反 5 畝ずつの普通州主桑tlllの利用のうえに立っている そこで，この 2 つの部門の規

模を拡大するには畑の面積を増大しなければならないが，地形の制約を受けて，これ以上畑を増大するこ

とは難しいようにみうけられる また，労働力利用のうえからみても，同部門とも時周的にみて労働の投

下時期が削っていて，現在でも焼事冬期には労イ [iDカの不足にかなり苦労している状況であるから，規模の拡

(注) 割引率成立の基礎については，ここでのベた時間選好のほかに所得に関する限界効用逓放の法則を重視

ずる立場がある。たとえばパロツド帯 雨橋・鈴木択 ifJ態経済学序説 35~62 頁
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大は労働力配分の回からも困雌である 1 とくに養蚕部門はすでに限度に注しているものと IÎ.忍められる。刺|

密部門は作付íjl回の安更や機織力の導入によってある程度規模拡大の余地はあるかもしれないが，何分耕

作条件の怒い山畑が多いので，作物jの種績もかぎられており，機械化も地形の関係で平地のようにはし、か

ず，官、力すらほとんど使えない現状であるから多くは望めないp また，第 1Mでのべたように，同部門の

家族労働の平均報酬は 300 円以下であって，他の部門に比して{尽くなっており，家族労働報酬を全体とし

て高めるためには，むしろこの同部門の規模を縮少して他の部門に振り向けた方がよいとさえいえる。し

たがって，両部門の規模の拡大は実現が困難であり，かつ，それほど望ましいことではないので，現状維

持で進むとするのが無難ではなかろうかと思う、

そうなると， T家の保有している資本なり，労働力の余係分は， '1を帯川門力、，山林;'jj\門か，または農林

業以外の部門のうちのいずれかに投入されることになる

このうち義市部門は， tJI:種と益蚕の両iif\門とはちがって，投下労働は年IiJlを通じであまり差がなく，土

地に制約を受けることも少ないので資本に余怖があり，また，年間の大部分において労働力の追授が可能

であれば規模を拡大することができるわけ』である そこで，養吉部門の家族労働の平均報酬と資本の効率

との 2 つが，この部門を拡大した方がよいかどうかをきめる有力な資料となる。第 1 部でのべたように，

28年度としては，養吉部門における家族労働の平均報酬は比較的高い額を示しているが，これは， 28年度

にたまたま[守備 4 万i弓の牝午が生れたことと，乳1Mが方言なり高総したこととによるところが多く，今後も

このような額が続くと予想するのは無湿なように思われる 農林省の統計澗査部で昭和 26 年より行って

いる牛乳の生産費調査をみても， )叫去 3 カ年IiI1内地においては乳何より生産授の方が高くなっている一一

生産設中の飼育労働費は uド1'1111当り 34 円ないし 39 円て、評価している一一ことよりして，酪農が縦約'内

にみて，それほど有利なものとは思われなし、。麟農の良さは，他の農業部門のように労働の繁閑がないこ

と，有機質肥料を大量に生産できること，肥育期間を別とすれば，現金収入を連続的にうることができる

こと，山村では自給飼糾の供給が比絞的容易であること等にある η それゆえ，家族労働報酬とか生産費と

平Lfl而との関係だけからみるわけにはし、かないが，醗農を主体とする主主市部門の規模の拡大は，労働力に相

当余約があり，しかも他にあまり有効な使途がないというばあいのほかは積極的にやるだけのものがある

かどうか疑問のように思う。

T家のばあい，乳牛をもう 1JHl増加すれば，そのfi司育のために年1111約 800 時1m (~(充計調査部の訓査によ

る)の迫力日労働が必要となってくるが，その分を，仙の部門を縮少しないで\V，j うことができるとは思われ

ない J また，乳牛が 2 現になれば 1 到のときより )[iVJ入飼料への依存度が高まることになって係算のうえ

からいっても必ずしも有利とはいえないであろう。それゆえ，多少の犠牲は忍んでも，なるべく早く所得

の増大をはかりたいという特別な事情がなければ，所得の増大する時期は遅いけれども，それほどの無理

をせずにより大きな効果の期待できる山林部門に，労働力や資本を優先的に投入した方がよいというふう

に考えられる。前節でのべたように， T家の経済状態やT氏の性格からして，長期的な所得の増大を選沢

するとすれば，養畜部門もまた現状維持の線で進むとしてよいように思われるら

そこで，筏された選侭は，労働力と資本の余裕分を山林部門に投入するか，または農林業以外の部門に

振り向けるか，そのどちらを選ぶかということになるェこのうち，農林業以外への労働力の投スは，まえ

にかjの概切でのべたように， 交通の便の思さ， 付近での工業の未発注といったこ左から一般的にはほと

んど期待できないL したがって，資本とくに手持資金の余裕を山村部門に投入するか，新事業をはじめる
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か，あるいは株券，債券の購スまたは金融機関に預金するかということになるごこうなると，第 1 段階と

しては資本家的な立場方 3 ら，資本利潤の最も高いところ，し、L、かえれば，利廻りの高さを比較して投資口

を選訳することになる つぎに，山林部門への投資は，他への投資とちがって必然的に自家労働の余裕分

の消化にも役立つことになるから，その国での効果の程度を考慮、して利廻りだけの比較を家族経営の立場

から修正することになろう

新事業の開始は， T家のばあいは余裕資金の大きさからいっても， T氏の性格や事業能力からしても，

この村の立地条約二からしでも，まず問題にはならないであろうこそこで，山林部門への投資と競合する投

資口としては，株券や債券の購入か，または金融機関への預金の 2 つが考えられる。これらの投資または預

金の利廻りは，社債や定期預金では大体一定していて，債券では 7~8%，定期預金では灼 6%であるが，株

券となると銘柄によって様々であり，かつ同一銘柄でも君主闘が激しくて予測がむずかしし、。それゆえ，一定

の利廻りの保証されているもののうちの最高であるとみられる債券の 7~8%をもって，山林部門との比

較の指標にしたいと思うにl そこで次節において山林部門の授資効率について検討してみることにしよう

4. 山林部門の投資効率

山林部門に対する労働力の増授の方法はいろいろあるが，その主なものは

イ. 山林の購入

ロ. 搬出施設の増加

撫育[メド業の集約化

一・ 造林地の拡大

ホ. 伐矧の延長(官官伐による資本書積〕

等であるが，このうち搬出施設の増加は， T家のように経営面積が 40 町歩たらずで，しかもそれが多く

の個所に分散されているといった状況ではまず問題にならない。また，撫育作業の集約化は，資本という

よりも労働の増投によって実現されるが，いまこれを検討するだけの技術的なデ{ター~生産函数のごと

きーーがないので考察から一応除外する G 伐期の延長はiiS林費の節約になるので資本の増設ではなく資本

の節約になるという見方もあるが，伐期を延長すると立木苓積が増加し，経営の保有する資産価値が多く

なるから，資本誌債のー方法主し、う意味て、あげたわけで‘ある c これについては後に伐採計四のところで検

討することにする。したがって，ここでは山林の附スと造林地の拡大の 2 つのばあいについて投資効率を

検討してみるにJ

( i ) 山材 !!Ijj入資金の効率

余給資金をもって山林を購入したばあいに期待される資金の効率は，どんな山林がどのくらいの何絡で

肪入されるかによって異なるけ壮令林以上の林で， J本木を市場側逆算によって評価購スするとした主きの

資金効率は，林分の連年価値成長率にほぼ一致する そこで参考のために， K村と林の成長状況がよく似

ている隣接の西川地方のH村で，著者らが昭和 26 年に作ったスギ、林金員収穫決をもとにして算出した週三

年何{直成長率をかかげると次のようになる

林令|ト25

成長率 10.2

第 16 茨 林令別連年佃I値成長率(%)日村

~30 I ト35 I ト40 I 40~ 

8 I 5.9 4.8 3.7 3.2 
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これによると. 30 年生以上の林では成長率が 7% 以下になるので. 30 年生以上の林を市場ÍlHÎ逆算に

よる時価で!持久したとすると，近い将来貨幣価値の下落とか立木価格の騰貴とかがないかぎり，利廻りか

らすればf疋券を質うよりも不利ということになるっ 30 年生以下の林のときは，時価といってもとの，N'

f団方法にかたり主Iltlがはいってくるので一概にはし、えないが，前述の条件下でも利阻りが 8% をこえる

ことが多いであろう。しかし幼令になるとともに投資額中に占める地価の比重が増してくるので 10勿を

こえることは稀であろう J また， かりに幼令林を買った当座の連年価値成長率が 10% をこえるとして

も，買って間もなく幼令林のまま売るということは普通には考えられないので，適当な伐期までおいてか

ら林木を売るとすれば，投資額の平均価値成長率が利廻りとなるから，特別なばあいのほかは 10% 以下

にドるて、あ今う)ここに特別なばあいというのは，価格のきE動を別にしていえば，幼令林の所有者が借金

の抵当に山林を手離すといったような買手独占の事情のもとで成立する特別に廉い価格で幼令林をl出入し

たときをさしているつしかし現実にみられる幼令林の売買には，こうしたケ F スが案外多L、かもしれな \..'ç，

巨体'00.1林分ではなく，林令を異にしたいくつかの林を一指して購入したときは，各林分のi!l}1ffl日[他成長量

の合計綴のjftl}入額に対する割合をもって大体の利廻りとすることができるが，第 1 部でのべたT家の山林

部門の資本収益率や資本所得比率はこの一例である。収益率は自家労働量を経費として控除したときのも

の，所得比半はそれを陸除しないときのものであるが T家の 28 年度では前者が 6.891)，後者が 7.4%

であって，大体債券の利廻りに似たものであったっこの利廻りを山林の売買によってもっと高めようとす

れば，まえの説明からして. 30 年生以上の林を売り，その金で 30 年生旬、ドの林を買いこむことと， 後

にのべるように，利mj りの低L 、薪炭林を売って同じようにかJ令林造林地を買いこむことであろう このよ

うな光買がもし可能であるならば，木材価格の勝貴がないとしても山林部門全体としての利廻りを少なく

とも 8% までは高めうるであろう J しかし，山林の売買は稀にしかなく，希望する山林を希望する 11而椅

で実際に 1買えるかどうヵ、には大きな疑問がある J

(ii) 造林授資の効率

造林投資の効率は，投資績の大きさ，方法〔技術内容).伐期，木材価俗ならびに一般物111fJの動き等多く

の因子により影響をうける J ここでは一例として当村の標河I!(I句なケ{スと考ーえられるものについて概賂の

ものを求めてみる 3

利廻りの計算式としては近ごろ，いろいろな式が提案されているが，ここで1工林業絞手Ij学において経治

的均衡の一般原式とよばれる

Aμ+ D"l.Op" -" +.. .. =B(l. Op 同 l)+V(l. Op" ー l)+cl. Op"

を満足する p をもって利迦りとするコすなわち，伐採I時における収入と支出の後何合計が等し〈なるよ

うな利率である【上式の計算因子を当村の実態からして次のように想定する i

伐 期 u 35 年

主伐収入 A" 160 万円(1， 000 石 x1.600 円)

間伐収入 D" 10 グ a 30 年

D� 10 ヘ b 25 年

地 古田 B 5 '/ 

管理費資本佃i V 2 グ(年額 1 ， 400 円)

造林費前 f日 C 4 グ〔付属資料 (ï) より〉
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これを上式にあてはめると，

160 + 10 x 1. Op5十 10X 1. 0plll 二 5(1. 0p均一 1) +2(1.0p"!i-1) + 4 X 1.0p"5 

Pヰ8.5%

この利廻りは税込みである虫、ら， Æ凡引後の利廻りはこれよりドることになる c しカ、し 1 町歩の林を一度

に売却したとしても税金はT家のばあい 20 万円であるから大したことはなく， 0.5% くらいドるだけで

ある υ 中規模以下の山林所有者では普通数反}必ずつ売却するから脱会ーはずっと少なくなり，手Ij廻りの低下

も仰かとなる J

なお，この利廻りは， 疎地を 11町歩 5 万円で!!J'lj:入し， 民的労働力をF郎、て造林したときのものである

から， T氏のように自己所有地に，自家労力をもって造林するとすれば，現金支出は苗木代と若干の雑費

だけであり，その苗木代も造林間助金で充分賄えるから，若干の雑費(主に固定資産税)支出だけでこれ

だけの収入が期待できるということで， T氏としてはおそらくはもっと利組りを高く評価するだろうと思

う。しかし，これは個人的な主観の問題であるから一概にはし、えない

ところで 8.5% という利廻りをどう判断したらよいかということであるが，その前に， この利廻り計

算の前提について吟味しておこう 前挺の第ーは， Uì在の fJ\fr絡水準が 35 年後まで動かないとしているこ

とである)このことは，予想のところでのべたように，惰性的なfiili伶予想をせざるをえないことからやむ

をえず立てた前提であるが，もちろん， こうし寸前挺が成立するとし、う保証はない， 35 年後というよう

な超長期の予想には当然大きな不確実性がある それゆえ，この大きな不確実性を酌量して，計算上の利

廻りを割引しなければならないとし、う主張がー郊の人からなされている(注1) この主張は一応もっともで

あるが，ここで造林投資の利廻りと比較しようとしているものは債券や預金の利廻りであるから必ずしも

訓引する必要はないように思うしなぜならば，

イ〉造林投資のばあいには貨幣価値の皮切jの影響を受けることが少ないのによすして， f資券や預金ではそ

の影響が大きい 将来の貨幣f剛山の子想にはやはり大きな不確実性がある したがって， J"色林投資につい

て予想の不確実性による割引をするとすれば，社債J!昨入や銀行預金をしたときにも割引しなければ不公平

である。

ロ〉貨幣fi1fr{u:\は長期的にみて各国とも，特に日本では f'.落の傾向をたどっている 今後も日本では長期

的にみて貨幣価値下落の傾向は避けがたし、ように思われる もし，そうだとすれば，造林校資の利迦りは

計算上のものより大きくなるに

ハ〉金融市場で成立している利子学は経済の発展にともなう資本芸積の相対的増加によって低落する傾

向にある、

ニ)木材の実質f回j俸は園内的にみても国際的にみても長期的には下落する可能性が少ないように思われ

る c これには，いろいろの理由があげられるが，その 1 としては，林産加工技術向上のテンポと造林技術

のそれ左ではかなりの聞きがある(したがって，かり tこ国民所得の増加がないとしても，前者による有効

需要の増加率の方が， 後者による成長量の増加率よりも大きいと考えられるからである τ その 2 として

は，日木経済は明治以来世界的にも類のないほど高い所得成長率をつづけており(涯の，今後その成長率は

渇Ii次低下するにしても，国民所得の増加は充分予想されるから，この聞でも林産物に対する有効需要のー

(注1) 倉沢・黒田:林業投資に関する予備的研究(1) 林業経済 33 号
(注2) 中山伊知郎編:日本経済の構造分析 上巻 227~240 頁
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層の増加が期待できるであろう r これらの国内的な木材需要拡大の要因に対して，木材需要を減退させる

要因としては，セメント，鉄等の木材代替品の進出があり，また建築用木材についてはこのほかに人口増

加率の減少があげられる J したがって，建築用木材についてのみいえばあまり楽観的な予想はたてられな

いかもしれない=加えて，最近の全国的な造林熱が今後も続くとすれば，将来の建築用木材の供給量を場

加することになるので，何得予想はますます悲観的となることも考えられる。しかし，まえにのべたよう

に，建築用以外の新しい分野への木材の進出が，林産技術の進歩によってもたらされるであろうことと，

国際的な森林資源の稀少性の増加予想とから，国内での建築川木材に関する悲観的な予想がかりにあたっ

たとしても，木材何絡が下落する可能性は少ないように思われるっ ただ， このさい最も讐戒を要するの

は，森林資源の危機を強調するあまり，木材の供給tI~i与を無悦して，算術的に資源の維持をはかろうとし

て，木材代替品の利用を促進しようとする動きが，この運動によって利益をうけるセメント，鉄，パルプ

産業界のみならず，林業政策の相当者のなかにも少なからずみられることである c

以上にあげた 4 つの盟由は，いずれも長期にわたる趨勢的な予想であって，短期的な需給の関係によっ

て成立するものについては必ずしもあてはまらないかもしれないο たとえば，利廻り計算に川し、た 29 年

9 月現在でのスギの立木古田格が，長期的な趨勢値に比べてj各段に高いならば，あるいは多少割引をした方

がよい力 h もしれないっ

ところで木材fillî絡は，刺鮮動，f;L以来 28 年の秋まで棟上げを続け，今年にはいって多少反来したとはい

うものの趨勢値一一過去何カ年かの平均値←ーに比較すればかなり高くなっている G j@去 5 カ年11-11の一般

物価指数，東京在11完杉中日何倍および当村の杉立木佃îlちの推修はつぎのようである c

第 19 表価絡の准移

A 一般物何指数

f素材石\杉中日何州当り ) 

C 杉立木剛(2T石)

I":J 
74 

円|

101 
円
四]
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この表から物何の!f21!lJJな除去した過去 5 カ年間の東京卸売杉巾円石当りの1面持 (C) および当村の杉立

木石当り価格 (D) の平均怖を求めてみると前者はれ 1 ， 940 円，後者は約 1 ， 190 円となるのこれは現在

(29 年 9 月)のlllij絡に比して，それぞれ 22%. 26% {!~い。したがって，趨矧直として， この平均値を

とるとすれば， まえに求めた利廻りより低くなる c いま D の平長引!立をJ1J \，、て利廻りを計算してみると，

7.7% となって現在価格を用いたときに比べると 0.8% だけ利廻りが低下するィ したがって， まえにの

べたような国自によって木材価格が趨勢的には騰貴する確率が大きいとすれば当村の造林投資の効率は

7.7% 以上ということになるこさらに貨幣価値の下落や，利子率の下落といったことを考えると相対的に

は一層有利になることが予想されるから，結局のところ， 社債や預金と比較するばあいには 8.5% をそ

のまま採用しでも大過はないのではないかと思う c

吟味を要する前提の第二としては，技術的なことであるが. 35 年伐期のときの立木石数が 1 町歩1， 000

石とした点である〔これは当村のスギ林の成長状態からみて，このくらいが中庸であろうということで用
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いたわけであるが，立地の如何J.施業方法の如何によっては相当大巾にきさ化することはし、うまでもないつ

したがって， fJíJ主Ëの利廻りは，当村で中j需の立地に普通の施業方法によってスギを造林したときに期待さ

れる予想の利岨りの 4例にすぎないことになる 3

こうし、うといかにも普通性がなく， 判断の指標としての価値に乏しいように考えられるかもしれない

が，必ずしもそうではない。というのは，立地の惑いところは土地価格の廉いのが普通であり，しかも計

算上の造林投資絹の半ばは当村では土地購入費であるので，主間伐収入と土地価格との間にバランスがと

れていれば主伐収入庁、炭化しでも利廻りにはあまり影斡がないからであるつしかし，施業方法の方はそう

簡単ではなく，伐J拐を 35 年よりずっと延長するとか，隣接の四川地方のように撫育に多量の労働を入れ

るとかすると手品迦りはかなりドってくる。実は当村でも U\tfrfえ期は 35 {f-よりはもっと高し、し， j知情も集

約化の方向に向っているけしたがって，利辺りはもっと侭し、とみた方が妥当のようにみえる」だが，こう

した見方は誤っていると思う J

従来，造林の利廻りを云々するときに，ある特定の林分で実現された因子をもとにして利廻，)を求め，

多くはそれによって他産業に比較しての造林の有利不利が結論されてきたc そのさい，その林分がどうし、

う意図のもとに施7楽されてきたかとし、うことを検討することなしに。

造林の利廻りを一義的にとりあげるのは純然たる資本家としての立場からである ο だから，その林分が

組然たる資本家としての立場から合限的に経営されたものであるならば問題はなし、。しかしわが国で、は，

そういう意図のもとに泌営されている山林はほとんどない。 そういう資本家的でない経営， し、し、かえれ

ば，利廻りなどは全然同胞にしていない経営のヂ{買をmいて擬制的に利廻りを求めてみても，それのみ

によって造林の有利不利を比絞判断することができないのは自明であろう 資本家|円ならざる立場で，営

まれているわが国の農業従営で，利廻りということが全然といっていいくらい問題にされていないのは当

然であるといえる υ 要するに，利廻りを問題にするのが資本家としての立場である以上，最高の利廻りを

目ざして施;業されたばあいに矧待できる利廻りでなければ比較判断の指標としては適当ではないと考え

るコこうした考えから，上[:i際的低い伐期とやや疎放とみられる撫育方法の採用を前提として利廻りの計算

を行ったわけである υ 王里論的には，施業方法を愛えたときの利廻りを計算して，そのうちの最高をとるこ

とが望ましいわけであるが，施業方法をZさえたときに成長量がどうきをるかを示すデ{タがないので，そこ

までの検討はなしえなかったり したがって， 8.5% とし寸伯が必ずしも最高のものであるとし、うわけて、

はなく，施業方法を止さえればもっと高い利廻りが実現可能であるかもしれないコ

きて，こうした前提のri4'r米からして，なお若干の問題はあるにしても， 8.5% をもって造林投資によっ

て期待される利廻りとみても大過はないであろうと考えるのであるが，そう考えたときに，他の投資と比

較してどういうことになるであろうか。これについては，前述したように， T家で考えられる他の投資が

債券の購入とか銀行預金とかいうものであれば， それらに比較して不利ではないといえるであろう。 た

だ，造林授資は，債券や預金，または伐期近くの山林の購入とは異なって，長期間収スがないことになる

ので，投資者の経済状態， J主体的にいえば投資者が現在保有している生存基本の大きさがどうかというこ

とになるが(的， この点， T家は第 1 r~i\でみたように問題はないといえる。

これを要するに，山林部門での投資としては比較的不利とみられる造林投資においても，自己の余総資

本をどこに投資するかとし、う資本家的立場からみて有利な投資だとはいいきれないにしても，すくなくと

(注〕 倉沢・ J黒田:林業役資に関する予備的研究 (2) 林業経済 59 号
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も不利な投資とはし、えないと考える 1 したがって， T氏のように比較(1句多量の生存基本を保有しながら，

自己所有の土地に自家労力をもって造林するばあいには，造林投資は充分な合理性をもっていると判断し

てよいであろう。

T氏をはじめ，当初Jの山林所有者の多くは， 2 , 3 年前から薪炭林の伐跡地にスギを造林しているつ T

氏もそうであるが，なカ寸こは 10 年未満のがJ令薪炭林を皆伐してまで造林している入もある。こうし、うこ

とが資本家としての立場からみて有利かどうかをみるために，薪炭林の伐跡地を購入し，今後も薪炭林作

業を継続するとしたばあいの利廻りを求めてみよう。

伐期 u 17.5 年 地 1Jln B 5 万円

伐採収入んに 8 万円1 (200石 X400円) 管J思費資本和Ii V 1 万円

なお，授資j坊lIiJをまえのj色林のときと同じく 35 年とすると， 5.0% の利廻りとなる

したがって，造林したときより 3.5% も低い利廻りとなるコこのことは，当村のように自然的， 経済

的立地条件に恵まれていて，地怖が高い所では，薪炭林としておくことが資本家的にみて不利であること

を示す。しかし薪炭林でも，クヌギ林ならば伐期が低いうえに成長量が多く，単価が高いから，造林費が

嵩むということを考慮しでも，その利廻りはかなりよくなると思われるが，当村にはクヌギ林が少ないの

ではっきりしたことは分らないじまた，山林所有者がみずから自家労力をもって製炭するばあいは，その

労力が冬期間の余剰l労力で他に適当な使い途がないとすれば，いわゆる機会費用が低下することになるの

で利廻りが商くなる。たとえば，製阪の見積自家労貨を育林の 1/3 の 100 円とすると，利廻りは 7% とな

る l このように利但りは幾分商くなるが，この程度ではまだ造林したときや日:{i'r納入したときには及ばな

いので，薪炭林作業を縦続することはT氏としては不利で，前述したTl-1(の積傾的な薪炭林の用材林化が

資本家としての立場からみても有効な措世て、あるといえようコ

5. 造林計直

以上，不充分ながらも T家の経済の改善計画を立てるために必要と思われる基礎的な事項の検討を試み

たコそこでいよいよ具体的な計四の立案にはいることにしよう 第 1 部の冒頭でのべたように計画はあく

までも綜合的なものでなければならないが，説明の便宜上，山林部門における造林計画カ}らはじめること

にする。

前節で!吟味したように， T家としては資金や労力の余剰を造林に振り向けることが望ましく，かつ，そ

れが可能であると考えられる 造林計同の基本的な考え方に 2 つある y その 1 は，造j不可能な林地←ー薪

炭林一ーをできるだけ速や力、に造林してしまうという考え方であり，その 2 は，将来のf日材林の針決配世

を考慮して，なるべく法正な令級配置となるように造林を進めていくとし、う考え方である。前者の考え方

は，利潤の極大を追求する資本家的な立場からみて，造林投資が有利なものであれば適当な方法というこ

とができる。しかし，この方法は利潤の極大の実現のためにはよい方法であるにしても，令級配置は著し

く不法正になるので，将来の伐採収入は大巾に斐動し，所要資金や労働力もまた大巾に斐動するここのよ

うな収支の大巾な斐勤は，一定の資本の運用によって獲得される利潤の大きさのみが関J亡事である純然た

る資本家にとっては大した問題ではないであろうが， T家のような家族経営では，家計，したがって経営

の安定が強く要求されるので，こうした大巾な斐動は望ましくないっそれゆえ，後者の方がヨり適当な考

え方ということになるコしかし，そうはし、つでも，安定さえはかれれば利潤の大きさはどうでもよいとい

うことではもちろんなく，また，間伐の方法や，伐期を適当に工夫することによって，令殻配置は相当不
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法正であっても，望ましいとされる脱皮の安定した収交を実現することは可能であるから，令紋配置にそ

れほど捉われる必要はないc

現在T家には 37 町歩の山林があるコこのうち造林地が 13 町歩あり，筏りの 24 町歩が薪炭林となっ

ている、すなわち，山林の約 1β が造林地， 2/3 が薪炭林である。もし山林のうzじij]とか新規購入を考えな

いとすれば，今後 2/3 を占める薪炭林のうちのとれだけを造林地に隻えたらよいかということが，造林計

Îr町を作るさいの出発点となる。

このさいの造林計附の:iJM正な規模をきめる因子は多々あるが，所得の持続的最大とし、う経営の目標から

して，個々の林地について，今後も jfJ，.伏林作業を継続したときと，造林地に切換えたときとの将来の予想

所仰を 6% で初耳，，，、て求めた予定\1所得の前価合計をWI変して，その多い方をとるということが主要な基

準になるというふうに考えられるのこのためには，個々の林地の地位の判定を，地位別，林中日別の収穫予

想表とが必要となってくるが，今1[[1の淵査では，そのような技術的な訓査は行わなかったので， T氏の;立

見にしたがって，薪伏材;の半分を.ll与林地にする、すなわち造林地 2/3 ， XJr炭林 1/3 とし、う現在の割合を逆

にするということをもってjS林計同の日襟面積にする。はなはだ粗1þfí なやり方であるが，資料の関係でや

むをえないっ

24 町歩の薪炭材の半分 12 町歩と，既往のj色林地の主伐跡地とが今後の造林計画の均象面積となるが，

後者は令級配置をみると\1ll令級 (38 年生)のヒノキ林が 0.38 !町歩， VI[令紋のスギ林 0.1 町歩とい

うふうに伐期に近い林が非~~~~に少ないので，今後少なくとも 10 年I!rJはほとんど薪伏林の伐跡地のみが造

林の対象となってくる)

そこでこの 12 町歩に対する年度計闘であるが，前述したような考え方からして，

イ〕年収支の大巾な皮動をさける

ロ) 1好%f.労力は大部分自家労力で賄えるようにする c これによって現金支出の削減，余剰労力の活用な

らびに質のよい労働による成林の確実を期する v

ハ)令級配置をなるべく法正に近づける=ただし，そうすることによって生ずる予想所得の前何合計の

減少をできるだけ少なくするようにくふうする。

こうし、う方針のもとに造林まr.~討をたてることにする。このうち， T家のような家臨悩営でさしあたり問

題になるのはロ〉の所要労)Jの訓述であうう 造林労働のうちで特に貨のよい労働が要求されるのは1\，1付

けと枝打ち，除伐等であって， ド刈りは仕事が単純なので /111事li労働であってもあまり支障はない。第 1 部

の第 5 節でのベた自家労力の部門別月別附分をみると，山林以外の各 i\i\門の労働配分では 6 月， 5 月， 11

月 8 月 9 月等が月 50 日以上の労働を要している。したがって，おもに冬期間に行われる校打ち，除

伐はもとより 3 月， 4 月に行われる備付けを自家労働でやることも月 30 日以内ならば充分可能であると

みられる 3 これに対して 7 月と 8 月に多く行われる下刈りは，数字のうえからみれば現在より 10 日多い

月初日程度は 7 月においては可能のようにみえるが，雨が多い月なのでやはり現在どおり 20 白と抑え

るのが無難であろうつしかし前述したように，下刈りは雇傭労働で‘すましでも，あまり支障はないとみら

れるので，雇傭労働が容易に調達できるとすれば，このことが，造林の年度計画の規模を左右することは

あまりないであろう これらのことからして，年度計画の規模に労力の面で最も問題になるのは 3 月およ

び 4 月の宿付けのための労働であるとみられる 3

植付けの功程を 1 入 1 日 150 本， 1 町歩 3 ， 000 本植とすると， 1 町歩の植付には 20 人を要するこ k
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v-::. なる したがって 3 月および 4 月にそれぞれ 30 人ずつ，合わせて 60 人，安全率.をみて 50 人とす

ると， 2.5 1吋歩の植付けが可能であるコ補植を考えても約 2 町歩は確実にやれる計算になる

なお，下刈りの方は，梢付けてからの年数によって 1 町歩当りの所要労働量に差があるが，一応 1 町歩

当り 10 人とすると， 6 月から 9 月までの 4 カ月に下刈りをやれる日数は 60 日が限度とみられるから 6

町歩までは自家労力でやれることになる c したがって，もし毎年 2 町歩を造林し， ドメIJ りを植付け後 81白l

(裏切 1 問を含む)とすると経常的に必要となる下刈り面積は 16 町歩となるから，すくなくとも 10 I可

歩は原告Ii労働で、やらなければならなくなる C しゅ、に作業の単純な下刈りであっても， ;l白期に延 100 人の人

を傭うことは，当村の労力事情からして必ずしも容易なことではなく，資金的に、も終J3 万円の現金支出と

なるので伐採収入のいかんによっては，その調達に苦しむ竿もでてくるかもしれないらそれゆえ， T家の

lまあい ， f肝要労働量や資金の団方通らみて，年 2 町 J歩の造林ヵ:限度であって，なるべくそれ以下に Lた方が

安全であるといえよう J

なるべく早く法正な令扱回目に近づけるとし、う見地からすれば，イ文j坊を 35~40 年とすると J白木地の

期待面積ががJ 25 町歩であるから，法正造林面積は年約 0.7 町歩となる υ しかし，この程度の造林では，

Ijíj節でみたように，採算的に不利な薪炭林作業をi:jj当長期間経続する|回積が多くなり，予想所得の前側合

計がかなう少なくなる また，主間伐の操作を工夫することによって，令級配置は法ïEでなくとも年々の

収乏の!f2t助を少なくすることができるので， 法正な令紋配;花の実現にはそれほど捉われる必要ーはないカ s

ら，もっと年造林面積を増した方がよいと思う{ しかし，そうはいつでも，法正造林国債を無視してよい

とし、うわけではないから '!ÉミIH'l林間{債の 31汗にi主する年 2 町歩の造林は多すぎるであろう。結局 2町歩

と 0.7 町歩の中間くらいが適当ではなかろうかと思う ι

T氏のjIi去 3 カ年の造林国債は 26 "1'に1. 4 1I庁歩， 27 年に1. 2 町歩， 28 年に1. 3 町歩であって大

体この結論に一致した造林をしているから，この実績からみても，この程度の造林を今後続けることは充

分可能である。また，このような造林計両でいけば，今後予想される造林地の主伐跡地の造林を考慮しで

も，造林の目標面積はがJ 10 ヵ年で達成されることになる。

以上にのべた造林計画を数字的に整理してみると次のようになる。

明状 込林地国債 12.85 町歩

薪炭林 'l 24.24 グ

言 1・ 37.09 '/ 

将来 造林地面積 25.0 

新rK;fネグ 12.09 'l 

薪炭林の造林地更改面積 12.12 町歩

今後 10 ヵ年間の年平均新1直面積 1. 21 町歩

経常的な保育面積下 刈グ 8.5 

裏切グ1.2 グ

枝打・除伐グ 2.4 グ

計 12.1 グ

なお， 10 年以降の造林面積やこの計画の実施に必要な労働量や資金量については 7 節でのべることに

する。
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6. 伐採計画

伐採計画の基本的な考え方は，経営目標である所得の持続的最大を実現できるように伐採を工夫するこ

とにある。ところで，山林からの所得は，第 1 部でのべたように，その年の伐採収スとは直濃の関係はな

く，所得の大きさを直接規定するのは，その年の成長量であるコ農業経営のようにその年の収支差額であ

る純収入と所得との聞に密接な関係があるときは，あまり問題はないが，山林経営のように，その年の純

収入と所得との聞に密接な関係がない 1:1:あいは，現実にその年の家計，したがって生活程度を左右するも

のが所得ではなくて純収入である関係上，所得をみるだけでは不充分であるり山林経営における純収スと

所得との関係は，法正林経営では大体一致するが，令級配i百が不法正なときは，長期的にはともかく，短

期的には大巾に離反する可能性がある。

第 1部でみたように， T家の 28 年度における山林所得(山林部門純産出額〕は 549 ， 640 円であるが，

山林部門の純収ス(販売額一一購入額〕は 304 ， 000 円で， これに家計仕向額左中間生産物産出額を加え

ても 336 ， 600 f[Jにしかならないから所得とは約 20 万円の大差がある J このような大差を生じたおもな

原因は，令級間涯が幼令に侃っていることにあって，この差を少なくするには，ナスピ伐り式の強度間伐

をできるだけ実施するか，または山林の売却をするかしかないついずれにしても， T氏の希望する山林部

門の拡大再生産とは逆に縮少再生産に追いやられる可能性がある。

いままで所得と純収人との離反にはふれずに，所得一本給で説明してきたのは，基礎的な迎論の展開の

ためには，所得mのほかに純収入をもちこんで説明を惚仰ーにする必要はないと考えたからである J しかし，

具体的な計画ということになると， どうしても純(1)[ スì\:'il'hi1iiの因子にとりいれなければ，資金計画がなり

たたない。前節の造林計阿の説明のなかで，所得のほかに収支ということばを使ったのも，こうした事情

による。

そこで冒頭にのベた伐採計画の基本的な考え方を次のようにし、いなおすことにする

イ〉なるべく予想純収入の前佃i合計が最大になるようにする 1

ロ〉生活程度の漸増が可能となるように，連年保続的かつ漸増的に伐採収入があげられるよう lこする σ

ハ〕イ)と両立する限りにおいて，なるべく速やかに法Eな令級配置に近づけるようにする

このうち.

ノ、)はどちらかといえば，ロ〉を実現するための手段として考えられることであるから，ロ)と主主復す

ることになるが，計阿lの基本方針を具体的に示すために追加したわけ屯て‘あるリ

以下この基木方針にもとづし、て伐採計画をたててみよう

T家の山林の林相別令級別面積蓄積は次のようになっている a

第 18 表 林中[:1別令級別面積，蓄積 T家

令制=~ ~ ~ 1 竺 ! ? l w lf-l」I j l-E l J 
相，1 国蓄 l 面 1 苔 l 凶[苓 i ITﾛ 1 帯|面|蓄|面|茶面|帯|面(蓄j]j
τJ…|ベ2.d 山 451 45 :0.54両同 409丙;ふ1-:二|ーい判 581 1 ・ 71
;ノ :|14|l以|JJ07| 二!。耳石ゴ -1-' 二lof| ゴゴ
計 (い23.251 1 43 1ん…7.4刊4ωOい10.621ドい川川U川川7川1 1. 0糾Oω叩吋6臼651い叫Oω494+1ド3 “ 
備考 F孫蔀積は立木石
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この表からわかるように，現在T家の山林の令紋配置は造林地，薪炭林ともに著しく幼令林の占める面

積割合が大きくなっている三このような令級配置カ‘ら出発して，前述の基本方針の実現をはかることはな

かなか容易なことではないc 以下造林地，薪炭林別に基本方針実現の具体的方法について考えてみよう。

A) スギ造林地

基本方針イ〉 の予想純収スの前倒合計を最大ならしめる伐係方法について。

皆伐作業での伐採計画は主間伐計画に大別されるつこのうち主伐計画は伐期によって左右される L そこ

で，まず伐期の問題をとりあげる心

経済的にみて適当な伐期は，造林がどうし、ぅ形でなされるかtこより異なるぐ デイクソンによると(出，

イ〉造林はつねに一定方訟で、行われ，単位面積当り一定価絡で行われる ロ) j自殺と皆伐との問の一切の

収入と費用(地代と利子以外の〕を無悦するコという 2 つの仮定のもとでは，

1) 企業者がただ 1 回かぎりの投資(造林〕を行うとき，および企業者が毎年同額の投資を無限につづ，

けるときの 2 つのばあいでは，伐採収入力、ら地代と造林費の複利合計額をさしひいた筏額の前何が最大と

なる年令が適正伐期令である。これを式で示すと，

A，，+~ 
O.OD " 

g(u)= 工房7二一 c -o.Op 

=~，， +B-(c+B):L_:_CP二. • • • • • • • • • •• •• •• •• •• •• •• • • •• ( 1) 
1. 0p'ι 

を最大ならしめる林令 (Ul) であって，これは限界内部収益率(指率〉が利子率と一致したときの林令で

あるぺ

2) 企業者が第 1 回の投資の全収入を再投資し，以後同様に累積的に投資を続けていくとき，および連

年の投資額を斐えることはできるが，林業に投じた資本(非森林資本が〕一定であるときの 2 つのばあい

では，

A，ι 十 B 二 (c+B)1. 0p" ー ・・ ・・・ー・・・・・・・・・・・・・・・・.. .• •. (2 ) 

ベ44Z)t1
上式の p を最大ならしめる林令 (u:j)であって， これは限界内部収益率と平均内部収益率とがー致す

る林令である}普通にいう利廻り最高の伐期令がこれにあたる

3) 企業者が伐期ごとに同額の投資を繰り返すとき(完全間断作業)および毎年の授資額を愛えること

ができるが，土地面積が一定であるときの 2 つのばあいで‘は，

(u)二島三生O~" ............ ....................(3) 
1.0D"-1 

を最大ならしめる林令 (U3) であって，これは周知の土地期望価の公式である〔仮定によって間伐収入と

管理費が除かれているので簡単になっている〉ご

(注〉 デイクソン著松島・紙野共訳:輪伐期，林野共済会， 1954 

なお，伐期令の理論を扱ったものとしてはこのほかに
松島良雄:林業における収穫量の理論的研究，京都大学演習林報告， 22 号， 1953 

ボーノレディングの理論を紹介した
主主村哲象:伐期令決定の理論，みやま， 42 , 43 号， 1955 

等があれこの三者にはかなり見解の相違がみられるが，いずれも従来の伐期令理論を前進せしめたすぐれ
た研究である。
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これらの 3 種の伐期令の関係は，平均内部収益率(利廻り〉が利子率に等しいときは Ul=U2= U3 とな

る また，平均内部収益率が利子率より大きいとき一一これがー!投r'I内一ーは， Ul>U3>U2 となるのがコ営通

である。

以上がヂイクソンの輪伐期理論のあらましであるが，第 16 表でみると，限界内部収益率ぐ=連年価値

成長率)が割引率 6% に一致するのは 30~35 年であることよりして， 3 種の伐期中の最高である Ul で

も 35 年くらいであると思われるリ また， 前述したように 35 年のときの平均内部収益率(利廻り)は

8.59るであって， これがさらに 1% 以上高まるということはまず考えられないから， 最短の U~ も 25

~30年くらいであろう。このように割引率と最高の利廻りとが比較的接近している関係で， 3 種の伐期間

の聞きは割合に少ない。 もし割引率が 3% になると口1 は U2 の怖の 50~55 年くらいに延長されるヲ

この計画では，最初の 10 J:j=-f，'i)は造林地を毎年 11吋歩余増加させていくが，それ以後は造林地面積が」

定とし、う仮定をしているので， U2 よりも U3 か Ul の方が適当なように考えられる c し力、しこれは仮定

の問題であるから， ia林に適する土地が 1町歩 5 万円くらいで自由に買えるならば U2 の方が適当にな

る。いずれにしても 6% とし、う割引率が斐らなければ 5~10 年くらいの聞きしかないから，この選沢

はそれほど重要ではないであろう。

また，伐期令と純収入の前側や利辺りの大きさとの関係は，それほど鋭敏ではなく，とくに適正伐期令

の付近では伐期令がそれより延長または短縮されても前価や利廻りの大きさが急には減少しなし勺たとえ

ば，著者が昭和 26 年に隣接の西川地方で作った金員収穫表をもとにして伐期令を計算した結果による

と CiU ， v( u) を最大ならしめる伐矧 (U3) は 35 年で、あるが， v(u) の仰がそれより 1 削減になるのは 30

年と 47 年であって 17 年の巾がある。また，利廻りの最高は 30 ij三であるが，そのときの 1割減の利廻

りとなるのは 24 年と 40 年であって 16 年の巾となっている 3 いずれもかなりの巾があり，その巾が高

伐期の方に広い特徴がある。したがって，伐採計闘を作るさいには，伐採収スの安定等の見地から，伐期

にはかなりの巾をもたせても，それほど大きな支障はないと考えられるつ

伐期選択の基準となる林分の連年価値成長率の推移，これを造林iねにし、えば林分の成長経路l土，地位や

iiJt林方法によってき芸ってくるが，特に問題となるのはnlJ伐方法である。概して間伐が強度になると適正な

伐期はおくれることになるであろうりこのようにIllf伐は，林分の成長経路への影響を通して伐期を動かす

ばかりでなく帝引又入の前佃の大きさそのものを動かすfうしたがって，純収スの前f聞を最大ならしめる 11U伐

方法について検討しなければならないり

間伐のときも伐期と同じように，この経営が利廻りの最高を目標とした方が経営全体としての純収入の

流れの前価合計を大ならしめる事情にあるのか，あるいは間伐収入の全部または大部分が再投資されずに

消費される事情にあるのかによって間伐方法がちがってくる。 T家では後者の方が適当であると考えられ

るので，このばあいに適する間伐方法について考えてみよう。

割引率が大きい主収入本位の間伐が有利であるが，割引率がIJ、さくなるにしたがって収ス本位から漸次

探育本位の間伐が有利となってくる υ 間 f:](;方法とくに間伐の度合は割引率の極I数みたいなものである。そ

れならば割引率が 6% であるときの理i図的な間伐方法はどうであるかというと，かりに間伐の間断年数

を 5 カイドとする主，今後 5 カ年間に期待される平均成長率が 6% 以下であるような木を間伐することで

ある)ところで，この予想成長率は同じ木であっても，その木のj司閉がどの程度疎開されるか，いし、かえ

(注) 林試経営昔日:青梅・ l而川林業地帯調査研究資料第二銭 26~28 貰
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れば間伐方法のいかんによってwってくるから，間伐方法をきめるのに間伐方法が前提となるといったふ

うに一種の循環論になり，盟論刊には問題があるが，大抵のぱあい概略の予想は可能であろう そこで，

この成長率であるが，筆者が数年前，この地方のスギ林とほぼ同じような成長状態を示している隣接の西

) 11地方のH村で， 40 年生前後の 4 カ所の林分より， それぞれ 2 本あて計 8 本の材積平均木について樹幹

解析を行った結果によると，次のような材積成長率 (5 年平均)となっている(注1\

第 19 表 単木の材積成長率 (H村)

林 令| 15~20 20-25 25-30 30-35 35~40 40~45 

成%長率 12.1 8.7 6.6 5.2 4.6 3.9 
[)|

r註 m)径 l 11.7 13.8 15.9 17.4 18.7 20.1 
(c 

単木の材積成長ネは{問t!Hの 1注目の差や生立環境の差によって同・樹令あるいは同ーは径のものでもかな

り異ってくることがあるノしたがって，上表の値はほんの一例を示すにすぎないが，かりにある林での単

木の材積成長率が上表のごとくであるとすれば，直径 17cm 以上の木を筏すことは 696 で割引し、た予想

所得の現在価を低めることになるので不利であるつそうなると 25 年生以下あたりの林では撫育本位の間

伐がよいとしても，それ以上の林令になると上層木がかなり間伐されることになり， 1m伐率の高い上層間

伐に移行した方がよいようにみえる。しカ‘し，直径で今後の成長率を予想することは非常に危険があるの

で， 現官で綿密に [l;j察しなければ間伐木の選定がなしえないのはもちろんのことであるから， 25 年生以

上の林であってもー慨に J~.JçlJ木を多く伐るようなIklJfたがよいというわげではない J もし 6% とし、う割引

率を前提として，かつ]百六のよ')な成長率であるとすれば，そうなるとし、うだけのことである、丸山1悼のな

いようにつけ加えておくつ

つぎに基本方針ロ〉 の.ìT:年保続的かつ漸増的に伐保収入があげられるようにするとし、う見地から考え

てみよう。

基本方針イ) の実現のための適当な伐期令級を \111 (36-40 年)とすると(現行の間伐方法をとると

すると 35 年くらいになるが，成長率本位の間伐にきりカ aえることによって数年延長されるとする)， T 

家には今後 10 年fIi lに主伐の対象となるのは 0.48 町歩しかない しかもこの林は成長が泊なり:芯く，蓄

積は 190 石(素材石)しかないり

これに対して T家のjU去 3 カ年間の伐採量は 26 年に 300 石， 27 年に 160 石， 28 :i [ôに 120 石 〔し、

ずれも素材石)であって臼 2)，このうちの最小の 120 石を今後も続けるとすれば 10 年間に 1 ， 200 石を

伐ることになるから主伐ではその約 1(6 しか賄えなし、。 しかし，収入間伐の対象になる林は 4.3 [町歩で

その茶僚は約 2， 800 石あるから， II~伐方法をくふうすることによって部債を減少させることなしに年 120

石の伐採量を維持することは充分可能であろう}すなわち，前掲の 16 表と 18 表とより間伐対象林分の

連主lõ成長量は 240 石あることになるので 120 石全部を間伐で賄うにしても.1翌年成長量の 507d を伐れ

ばよいからである これは，ー林分の l /il伐IInI折年数を 5 年とすれば平均して間伐・対象林分の蓄積の約四

%の1m伐半にあたるから，それほど強度の lilHJとではない。

(注1) 林''it経営昔日:青梅・問川林業地irr1初盆研究資事l 第二集 付録より鉱tlJ
(注2) このように木材価格のIl紅Iとともに，一般の企業とは逆に生産量を減少させているのはヒツクスのいう
所得効界の現われであって利潤よりは生活安定を選好する家族経営の特徴である。
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そこで 28 年の伐保量である 120 石を今後当分の問解焔'することがTGf，i(の経済の現状からして妥当であ

るかとうかについて考えてみよう c

T家の 28 年度における家計費は第 1 1mでみたように現物消費と減古川償却費を含めて約 35 万円となっ

ているのこれは大体経常的な家計費であって|即時的な支出は含まれていないから，今後の所要見込家計費

としては 40 万円くらいにみた方がよいと思う これに対して，この家計費を賄う所得としては，山林所

得を|徐くと，耕種，養蚕，養者の 3 部門よりがJ 25 万円あげられている u しかし，これらの農産物には豊

凶や1111î絡&闘を考えなければならないので， 今後の子;W所得としては 20 万円くらいとみるのが安全で

あろう。そうすると， 40 万円の家計費を賄うには山林部門より 20 万円スれることが必要になるつ もし

20 万円の全額を造林地の間伐収入で賄うとすると， I1 D伐木の石当りの立木価絡 〔素材石〕を1，700 円

〔立木石当り1， 300 円〉とすれば 118 石の伐J采を要することになる。薪炭林からの伐係収入は少なくと

も 4万円は見込めるので，それをもって公正E公課に充てることができる。したがって，現在の生活程度を

維持するためには年々約 120 石を1111伐していけばよいという計算になる J

現在の生活程度の維持から出発して断次生活程度の向上をはかろうとするとき，伐採量を今後どのよう

な割合で増加させていったらよいかご

前述したj削除計両を実施すれば 10 年後には;(11炭林のなヵ、の造林適地に対する造林が完了して造í;，J地面

積は 25 11lJ歩となり，また， 造林地の令級削位の推移から推して， 30 年以降になれば主間伐の操作によ

ってはぽ迎怨状態に近い連年伐採量である 600 石(立木石ならば 800 石)の丸太が生産可能であると控

定される。したがって，今後 30 年1mの伐探計耐を立てればよいことになる 一応令級聞置の甥状を無視

して基本方針ロ 7 の観点からみTこE思想的な伐採量の能移を考えてみよう r それは大体左図て‘示したよう

立木局 ‘索:1-1'厄

800 + 6∞ 

~ 600 十 450
伐

採 4∞↓ 300
盟

200 + 15Q 

o 5 10 15 20 25 30 斗

なものであろう、

ところで現実の令紋聞置はまえにかかげたようにきわ

めて不法正であって，JlI令級以上ではVI令級が 3.66 町

歩あるほカはし、ずれも 1 町歩以下しかないから，技術的

に図のような伐採計同が実施できるかどうか分らないば

かりでなしかりに間伐や伐期の操作によって技術的に

は可能であるとしても，そうすることが経済的に著しく

不利を招くことになりはしないかとし寸懸念がある。こ

れらの技術的ならびに経済的な問題を解明するには実際

に伐J采計四iをたてて検討してみなければならないーこの検討のためにはいくつかの伐採計画をたてて，そ

の結果を比較することが望ましいわけであるが， 30 年間jの令級別面積，蓄積，主間伐別伐採量， 伐採収

入等の推移を幾通りも計算することは容易なことではないので，次のような方針のもとに伐採計画をたて

ることにーしTこコ

イ〉伐採量の推移はできるだけ前掲の図に示したようなものに近づける。

ロ〉 イ)のようにするこ主によって生ずる経済的な損失(予想所得の前価合計の減少〉をなるべく少

なくするために，伐期令級は VII~XI の範囲内において適宜伸縮する J

ノ、) fldJ伐方法を一定とせずに，そのときの状況に応じて種々な間伐方法をとりし、れることになるが，間

伐の度合は間伐林分の間伐時における連年成長量の 3 倍以内とする。
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ニ 1 イ}~ハ1 の実可1に支障をきたさない範l眉におL 、て，将来の令級担置をなるべく法正に近づけるよ

うに主伐面積を定めるの

ホ〕 議mや伐採量の計算の基礎となる成長量，成長率等は両川地方のH村におけるスギ林分成長予想

炎をm\，、る(!t)o ただし，現在 w 令級以上の林分の現在蕎積は森林調査簿の訴債をそのまま l郎、る。

以上の方針にもとづいて，令紋別面仔"蓄積，主:lIUI](;別1](;係長等を 5 年を u坊とする各分期ごとに計・'çr.

した紡県を表示すると次のようになる(計算地位は{、j伊J資料 (-1) 参!日目。

第 20 表 スギi出和世面積，蓄積，伐採量の推移

分 期 現 在 JI JII JV V IV 

[r11 積 12_85 18.91 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 

告4 íJ可 3 ， C ヲ日 3 ， 78~ ~， ~70 5J253 6 , 549 日， 354 9 , 728 

主伐 {面材積積((町石〕) 
。 0.48 1. 50 1. 60 1. 75 2.25 
。 240 1, 500 1, 900 1, 820 2 , 040 

伐|111 1i材m併償買((f石吋〕> 4.95 5.30 4.37 日 .71 13.58 16.87 
720 860 110 200 790 960 

合計材積(6) 720 1 ， 1αJ 1, 610 2 , ](10 2 , 610 3 ， α)0 

併íi考 1) 団関，蓄積は期末のもの

2) 伐探量は分期間の総量であって 5 カ年分を示す

3) 諜債，材積の単位は素材石

上表の(](;床材積をみると，各期とも前期より 4~500 石ずつ増加l していて， j前清図に示したE坪早

をほぽ実現しえたことになる もつとも， I伐JたとJ収1末て.材材4債はJlH日!想|的1下'J'J句Jであつても，イ伐文J矧羽やf伐k奴探.方沼法ミ等の差によつて

素材石当りの i単噌ir何l川何H町i l.lカが:呉なるから!肝肝H汁1干-，心心L心、の f伐足探収入のf推佳F移多がI珂早想 1'1的'1ド竹戸内そ句Jであるとは治か、ぎらないが' これについては

後に検討する。

さて，この l:t深計問のJ-~休(l/，Jな特徴としては，およそ次の治点があげられよう

イ)筑 I分期(今後 5 ヵ "1'.11:1)の伐J采は 11'd 1](;のみ，第 n 分j切もイたは畳の大部分は IIU伐であり，主{](;が{](;

係長の主体となるのは第1I[分期以降であるハ

ロ)第 I および第H分J切における間伐は， lìilt定歩合が約 20% のかなり強度のものを計問し，第IJ[およ

び第 IV分期では，それが 10% 未満の有符育本位の間伐を，第 V および第 '-1分朔では両者の rÞfH1位の強

度の 1111伐を計四している

ハ) fX;矧は第 JI分j司lでは 40~50 年，第川分!切では 40~45 ij'.，第 IV分期では 45~50 年，第V分期で

は 40~55 年，第、il分周では 35~45 年となっている η

ニ)第;虹分期以降の主伐面積 (5 カ年間)は1. 50~2.25 町歩で漸次増加の傾向を示している。ところ

で第 I および第J[分期の造林面積はそれぞれ 6.06 ， 6.57 町歩なので第 m分期以降の造林面積はその

1/4~1/3 に減少することになるコしたがって， 令級/'jê置は第VI分期末 (30 年後)においてもなおか

なり不法王である。しかし，主間伐の操作によって，それ以後の伐採量は大体第口分期のそれを大巾

な変慰Jなしに維持できる見込みである

B) 薪炭林

現在のところではT家の山林の 2/3 が薪炭林であるが， 前記の造林計画の実施によって 10 年後には

(注) 林試経営部:青梅・四川林業地務調査研究資料第二集 20-21 頁



ntr記の.ìri:{:木，イた13来計阿の実施によって今後予想される山林市門の以入，支出，純収入および所得(純産

しかし， fH.炭林の伐j采のうちで自家用に向けられる部分については自家労働力の授

ロ〕第][分j坊の 1)(;期は1O~20 il'-，第 111 分j{:)j f;t 15~25 年，第 IV分矧は 20~25 年，第V分期は 25-30

m傾)がどのような推惨をたどるであろう7J'を准算してみようつなお，この推定では現在の何絡が不安で

ると思うが，純収入や所得額にはほとんど差がないので計算の便宜上問 f1:木も主伐木と同じく立木販売を

るので収入にはならないが，これも使宜上収入として計上する)このような前提のもとでの山林部門の収

第 22 表 山林収入の推移(万円〕

II J[ m 
46 281 
155 19 
201 300 
22 23 
10 10 
32 33 

233 333 
47 67 

l 令紋が 75% を r[îめているので，第 l 分!明の伐

あると仮定するのまた， r見tE治体地の InJfJc木の fJc沼を，i[営でやっており，今後もそうすることが適当て、あ

入量をみる関係上伐出，製突するものとして計算するりまた，自家mの薪炭は現防のまま家計で消費され

i生年および平均成長量をともに1iI庁歩当り 10 ;行とした J また，伐j禾方式はすべて皆伐を予定し，その伐

それ以後ははぽ同量の伐採量を継続する

ばかりでなく，その伐係箇所としてはスギの造休適地が選ばれる関係上，薪すミ|本としての適正な伐探計・可

とはかなり離れたものとなる。これに対して第 111分期以降は，この計四Iでは新政休に対するは休を考えて

この計四では森林調査古)jの令紋別面債訴僚の凶係や，既往に発火されている薪りと林の収穫表等より推して

したがって，当初]の 10 年 )111の伐!宏司債は約 12 町歩に速する

いないので，まえに，イたよ表計・:miの店本方針として偽!子たような方封によって薪炭林の伐j采計苅をたてるこ

こうした事情ならびに本本方針のもとに作った薪炭林fJc1采計四Iの概要は次のようなものである。なお，

第 21 表 薪炭林阻1悩，伐J采量の推主事

分期(現在 1 J[ 111 IV V れ

国 債 24 ・ 24 18 ・ 18 12 ・ 09 12・仰 12.ω1 12 ・ 09
(期末)
伐保l国債 - 6.72 ふ 33 4.00 1.00 2.89 
( jUJI~iJ) 

イ)(;1采材債 - 575 680 710 820 740 
(1切r: iD

530 

12.09 

2.93 

Vl 

370 
166 
536 
16 
10 
26 

562 
116 

ニ〉各分期で、の伐採国債の大itJ な笠郡jにもかかわらず伐採材僚の~動は比絞，'i'J少ない

V 

353 
137 
490 
25 
10 
35 

525 
105 

期は1V令級を目標とし，最高VI令級までの巾をもたせた(付属資斜 (5) 参照〉。

W 

321 
34 

355 
28 
10 
38 

393 
79 

?'r; 80-~ま

この f)(;!采計両での特徴としては，グくのf治点ががあげられよう r、

ハ) 30 年後の令級i~~(i"t'はかなり法正状態に近くなっており，

林業試験場研究報fIl

イ) JJUEIII令紋以との子j，.炭林は 0.66 [l IT少しかなく，

J坊は 5~25 年という!よい範聞にわたっている I

年，第VI分J切は 15-'30 年となっている。

山林部門の純収入および所得の推移

1/3 のがJ 12 IT庁長かに減少する予定である}
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分期

造林木主伐収入
1111 伐収入
小計

薪炭原木販売収ス
目家用薪炭生産額
小計
合計
平均 額

するとして計五fする

ことができる。

年

とになる。

- 34 ー

7. 
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スを概算してみると次のようになる〔付属資料 (6) 参照〉

これに対する支出としては，主として苗木代と雇侃i労賃であるが， T活者は造林補助金によって賄えるの

で雇傭労賃だけとなる J このJm佑労賃の額は前記の造林およひ、伐係計画の実施に必要な労働長のうち，自

家労働力では消化しきれない部分の見積額である。そこで作業積l1îi別に労働所:要量を求めてみると次のよ

うになる(付属資料 (7) 参照\，

第 23 表 労働所要;匿の推穆(延人数)

分期 1 庇 m IV V VT 

植付 135 144 33 35 39 45 

ド刈 380 440 390 182 131 156 

投打，除伐 10 56 86 120 130 30 

製薪炭~ ~ ~ ~ ~ ~ 

管坪1 86 ¥00 93 108 ¥34 lJO 

計 56\ 630 542 175 464 411 

年平均 \12 126 108 95 93 82 

造林計画の項でのべたように， T家の農業部門の経営規模を現状維持とすれば，農業部門の月別労働配

分の実態からして，夏季における下刈り労働の一部を除けば自家労働力のみによって充分消化できる見込

である η 製薪炭および管問労働も大休農閑期に投入されるので原佑労働の必要はない |首述したように，

下メIjり労働として自家労働力で消化できる量は年 60 日， 1 分期では 300 日であるから，前表のド刈り所

要労働量より 300 日をさしひいた筏りが雇傭労働量となる J その量に単価 300 円を乗じたものが次表の支

出額となる一なお，参考までに苗木代も記しておくの

第 24 表

分期

雇傭労賃

〔苗木代)

I 丘

移仲
比

、
ノ

〆
ι
ν

川
口』

丸
山

林
一

山
一

()j円〕

2.4 4.2 2.7 。

Vl IV 

。

(8.0) (8.5) (2.0) (2. 1) (3.0) 

したがって，山林純収スは次のようになる

第 25 表 山林純収入の推移(万円)

28 年度 1 I II I m 1 IV 1 V 1 日

229 380 393 525 562 

34 31 46 667905  ¥16 

分期

純収ス

年平均額

山林純l[)(スに期初と期末における立木資産額の差額を加えたものが山林所得であるつ各分期の期末にお

ける立木資産の評価額，それの前期末(これは当期の期初と一致する)との差額および山林所得を示すと

第 26 表 立木資産，山林所得の推移(万ig)

分 期 l お年度 11lIIIm'rvlvI V1 
立木資産(期末) , 652 849' 1, 052 1 1, 214 1 1 ， 3日 1 1, 521 i. 1, 726 
立木資産増減額(期間内) I ¥ 197 1 203 I 162 1 149 I 158 i 205 
同年平均額 2\ 39 I 41 I 32 I 30 I 52 I 51 
山林所得|ー 350 1 432 1 492 1 5421 683 1 767 
年平均所得 55 708698  I 108 I 137 I 153 
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第 26 表のようになる。

このように立木資産の増加1傾が年傾で 29~52 万に達するので山林所得は山林筒収入に比べてずっと多

くなっているコ また， 今後 30 年間の山林所得の年増加率は年によってかなりJé動するが，平均して約

3.5% になる。 4 節でのべたように，山林部門の投資効率は，節伐とし、う形でも，また造林授資という形

をとるにしてもせいぜい 8% 程度であるから， 3.5% の所得増加率を実現するためには少なくとも約

44% という高い貯者率(立木資産増加傾/山林所得〉が必要であり(出， その高い貯蓄率を具体的に示す

のが前述の 29~52 万円と L 、う多摘の立木資産年増加l傾である。 30 年後以降においては， 山休所得と山

林純収入とは接近して貯蓄率は小さくなり，したがって，所得成長率もぐっと小さくなる 3

伐採ir[怖の項でのべたように， T家の~t活JZ皮を直扱左右するものは山林所得ではなく山林純収入であ

るから，山体組収入の増加率をみてみると約 4.2% という高し、仰となっている 最初]の 5 年1111は現在よ

り 10% 松皮少なくなるが，その後の10年1111をみると約 10% にjjg している。 l 、 L 、かえれば家計費に向け

うる績が年々 10% ずつふえていくと L、うわけである 1 このようにして山林純収入がかなり高い率をもっ

て年々増加していくということは，改善計阿の基本方針である生活程度の漸培を実現しうることを示す。

8. 残された問題

( i ) 計闘の規模

この計画でなお検討を要する問題のーっとしては，計画の規模に対する吟!宋の不足である たとえば 4

団jで山林JW入資金の効率にふれておきながら，しかもそれが冶休校資の効率よりも大きくなる可能慢を指

川jしておきながら，山休の所有4;ll慌を現状維持とした点や， T氏の;IZ見をそのまま受けいれて ， Jl主林地の

[]懐[国債を全体の 2/3 にとどめ， 12 I吋歩の薪炭林を浅すとした点などがあげられる また，計iflíiの規模

に大きな関係のある技術の充分な検討をなさずに，儲かにIU/(J<;按l，l;jについて簡単な検討をしただけという

こともある J

これらの諸点のうちで，山林所有規模の鉱大は，純収入の大きさからいって，ここしばらくは見送らざ

るをえないであろうが，造林地の主伐が本総]句になるm分期ごろから実行に移される可能性があるし，ま

た，そうしたほうが所得の増大に寄与するとも考えられる J しかしこの問題は，現在のところではあまり

に漠然としていて数字的な計両国にとりあげるには無理があると考えたので，いずれは問題になるにして

も，ー応計両からは除外したわけである つぎに，残存する薪炭林が多すぎないかという点であるが，ま

えにも断ったように，現地の検討をしていないので，やむをえずこうしたわけて、あって，王mtillを仔細に調

売すれば，おそらくは違った計阿になるであろう}スギは無ßl1としても，アカマツなどに更改したほうが

よいと思われる林地が相当浅されているように思われるのもしそうとすれば，アカマヅの造林をスギの造

林が完了する第E分期以降において実施するならば，資金や労力の不足に悩むことなしに一層多くの所得

を実現しうることになろう。また，技術についても，現在のところでは資料がないので，現行の技術を大

体踏襲して計画をたてざるをえなかったが，仔細にみれば改善の余地が多分に残されているであろう c こ

れも今後の課題である。

(ii) 11酎各その他与件のKé窃j

価格，技術，労働力(家族構成)，政策，税制等のいわゆる経営の与件を，この計画では菱化がないもの

〈注〕 このばあい，純収入=消費.・.投資=貯蓄 とし寸前提が成立するからノ、ロツドの基本方程式 GC=s が
あてはまる。 (G: 所得成長率， C: 資本係数~ s: 貯蓄率，なお C は資本/所得〕



家族経営における計両 (大内〉 - 37 ー

として倣った。しかし，これらの与件はさ主化するのが常であり，その君主化に広じてこの計同は大なり，小

なり実施のj伯松において改訂されなければならない f いま，価格が炭化したばあいについて若干考察して

みよう

仰TI格は林産物jにかぎらず，農産物や家計費を左右する消費財， )fi{似i労賃，さらには利子率等が笈っても

山林所有者の経済状態のきEイヒを通じて山林計iITiiに影粋することになるが，特に重要な立木1111i絡の笈イtをと

りあげよう

第 17 茨をみてもわかるように，立木古1[j;f各の &>lfi功はかなり激しい それにもかかわらず立木市1m絡の会『動

がないものと{改定したのは，まえに 21mて、のべた開rdJによってやむをえずしたのて、あるが，その当否は別

として，実際の何絡が変動し，それにともなって予想仰li絡が公邸jすることは当然おこりうることである。

いま立木の官lIi絡が下落したとしよう そうすると， T家のように，山林収入が家計費の半ばを賄ってい

る経済では，家計費のB[(j減にも限度があるので，家計の利i:;J与のために以前よりも伐収量を増加させること

になるかもしれない これは家計と縦営とが分敵している一般の企業とは逆なやり方である 一方造林の

方は，予想イi1f!1各の下落と，当面の所要資金の調達の困難さの増加lからして縮少される可能性がある すな

わち，短期的には生産〔伐採量〕を治大する反田，長期限Jな生産量(造林量〉を減少させる可能性がある

立木何絡が騰貴すると，この逆な現象がでてくるが， T家の過去 3 カ年IHJの実績は，それを明瞭に物需

っている。まえにものべたように， T家の伐J采量は， 26 年 300 石， 27 年 160 石， 28 年 120 石であっ

て，何絡の 11港資とともに伐採量が減少している一方，最近ーではがJ令の薪炭林を伐採してまで造林を歓般的

に行っている}

このように，家族経営では，利潤のi阪大を追求する一般企業とは異なった価絡に対する対応の仕方をす

る u このことが知TI絡を不安定ならしめ，側絡皮切jを大きくするおもな原因のーっとなっているので，経営

の合理化をはかるためには価格の安定政策の実施が特に望まれることになるが，これについてはがく項での

べることにするリただここでは，上に説明してきたような刻厄の仕方は，計闘の日標より造林，イた収計回i

に至る各tmの説明より当然でてくる帰結であって，官!日絡が変れば計画内容はき亙ってくるが，立案の考え方

そのものには笈化はないということを指摘しておきたい。何格以外の与f!ーに袋:イヒがあったときも同様のこ

とがし、えるけ要はそうした与約二の度化に即応、して円滑に計四のi2イヒが可能となるように計耐に弾力性をも

たせることである

従来，林業の計画は生産期/liJの長いところから，物的な長期計同i と L 、う面が強調され，伐採計両なども

f耐各その他与件のきE化に則J \C、しない多分に硬直Ci'~な計同がたてられがちであったように思う しかし，山

林経営では伐期や!日刊文方法などに大きな巾があるので弾力的な経営が可能であり，そこに山林経営の大き

な特徴があるわけであるから，計画主体たる経営者のたてる目標に沿うて，常にそのときの与件に即応し

た合理的な計同をもっていることが望ましいと考えるものである。そうした意味で，ここに提示した改善

計画の結果を示すいろいろな数字そのものではなく，改善計画をどのようにしてたてるかといった考え方

の方を重視してもらいたいと思う。

(iii) 政策との関連

私有林経営と政策との関連は複雑であるが，ここでは，改善計闘を効果的に実施するうえで，特に望ま

し\，'1::思われる価格政策と，国民の福祉を培進させようとする政策目的からみた改善計両のあり方主いう

2 つの点について簡単にのべることにする『
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lìtriJ.;:したように，わが国の私有林縦jぎの一般的形態である家族誕常では，官1 1i 1各の&化に対して企業とは

具なった対応を示すばかりでなく，国有林もまた11I1i1各企一化とは無関係にきめられる標準年伐量をもとにし

て伐線計四をたてているので，伐!切の巾が大きいとしづ特徴があるにも方φ、わらず，木材の短期的な供給

の弾力性が小さく，これが木材需要の11m絡弾力性の比較的小さいことと杵iまって何絡~動を激しくする主

因となっている

ところで計四を実施中に1111i絡が笠化し，それι ともなって F:印 flllij告がze化すれば，計画は改訂されるミ

とになるが， 計画の改訂は必然(i'Jに生産要素の浪費をともなう 特に造林のように生産期間の長いもの

では浪費が大となる可能性がある3 たとえば，現在T家では新伏林を積極的にスギの造林地に切替えてい

るが，この地i木地が fJ<; J羽に到J主するころ，建築川材の分野でセメント，鉄等の木材代替lFIの大巾な:illil:l:lと

か人口増加iギの減少等によって建築川木材の有効祷安心J定fllIH各での需安企量)が減少する 4方，近年の企

図的な造旅訟欲の向上の結巣として，供給量のi成少がもしみられないとすると，他の事情にしてき足りがな

ければ(出，建築用木材価絡は下落することになる そうなると造林のために授じた各種生産要素に帰属す

る報酬は少なくなり，生産要素が非能率的に使われたことになる。逆に木材価絡がIJl~貴したとしても. Jl{~ 

貴した木材価格に適広した規模が達成された乙いという函で同じく生産要素の最適利用がさまたげられる。

価指の激じい菱化は，このような生産要素の浪費をともなうばかりでなく，所得(というよりも消費水

準〉を袋動さtせる今このze勘は伐J探計画の改訂によってある松度緩和できるが，それには限度がある。皮

励する所得は，変動しないi9í"l与に比して，所得統執が同じであるにしても所得のlì'í認によって獲得される

効fIJは少なくなるのが普泊であり，さらに，家族経済の;選好する生活の安定を破壊する t

このように家族経営が支配的な払有林泌営では，経営者の何怖に対する対応;の仕方のなかに，価格去四l

を大ならしめる要因をもつばかりでなく，古川崎変動からうける経営者の経済的損失が大きいυ それゆえ，

木材の高水準での価絡安定政策の実施がとくに望まれるわけである。このような政策の実施のためには，

なによりも，まず木材の有効需要を高めるような考慮が必要となってくる。しかし戦後の林業政策は，資

源の維持のためとし、う理由で代替品のj集団を促進し，有効需要の減少をはかる方向に向っている。こうい

う政策が強力に推進されれば，木材11m絡の相対的低ドはまぬがれないのみでなく.家族経営の11百絡に対す

る対応の仕方からして，有効需要のi先少にもかかわらず，短期的な供給量，すなわち，伐採量はi減らない

で，長)捌句にはもとより(11町絡ド落による造林不振のため). 短期的にも低い佃l絡でまえとあまり変らな

い量の木材が消費されるという芯味で，森林資1));[が濫費される可能性がないとはいえないのであるJ

つぎに，いままでのべてきたような私有林の経営計闘のたて方が，国民の福祉増進を目的とする政策の

立場からみて，妥当であるかどうかについて少しくふれておこうけ

国民の福祉増進を経済的な範囲に限定して考えるならば，国民所得の増大，均等，安定というピグーの

厚生経済学での 3 命題の達成というふうに考えることができょう l この 3 命題は相互に相反して両立しな

いもののように考えられるが， ピグーによれば，結局は生産要素が限界生産力均等の法則どおりに配置さ

れ，各要素が限界生産力に応ずる報酬を獲得することをもって. 3 命題が達成されるとみているようであ

る。これは結局競争をして完全ならしめるということにほかならないが，こうし、う静態的な考え方に対し

ては，現実の経済は動態的なものであるというところから，シユムベータ{はじめ多くの人より批判を受

(注〉 物価. 1 人当り国民所得，木材の輸出市場等に変化がないとする。
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けているυ そう L寸批判はあるにしても，ピグ{の考えているところが 3 命題達成のための有力な手段で

あることは否定できないであろう。そこでこの観点から，経営計聞のたて方を検討してみると，この計阿

は，くり返しのべてきてるように生産 3 要素の生産力の高い水準での均等化による所得の持続的最大を意

図しており，生産要素(資源〕の浪費を極力少なくしようとしているものであるから，一応問題はないよ

うにみえる υ しかし，この計画で目指しているのは私経済的な限界生産力均等の法則の実現であって，国

民経済的なそれではない。この点の検討はかなり厄介であるが，この計画の主軸となっている薪炭林のm

材林切替えについては，かつて検討したように〈注)，若干の問題はあるにしても， 国民~済的にみて関連

企業における雇用量の増大があるところから肯定できる主してよいであろう。ただ伐採計画では，伐期や

間伐方法の選び方の点で多少のI食い違いがみられることは否定できないが，私経済的利益を相殺するほど

のものではないであろう。

これを要するに，国民の福祉増進という政策目的からみて，この計画には多少の喰い迷いはありうるか

もしれないが，大体において，政策目的にも適うものと考えてよいであろうっ

(注〕大内・久田:国有林における造林投資が山村経済に友ぼす影響林試報告 65 号
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Akira OI:Cll1 : Studies on tﾍ1e Management Plan of Private Forestry. 

(l~t Report) 

1、h"， management plan of family farm. 

R駸um� 

I 

The greater part of the private forests of our country is owned and managed 
by those to whom farming is their main occupation or their dde-job. Such 
compound management seldom has the capitalistic management type; usually it 
has that of the family farm. That is to say, the most predominant management 
for our country is the family fann type. Accordingly, first of all , we want to 
deal with how to plan the management of the family farm. 

It is the first obsective of the family fann that management (profitmaking 
economy) and housekeeping (consumption economy) be combined. The planni彅 
purpose o:f fami1y farming is different from that of enterprise in its character. 
1n the case o:f the family farm , the operator will o:ften expect stability o:f his 
livelihood over a long period of time , rather ihan the maximmn in net returns 
or profits. And since the operator must invest the surplus obtained, wbtrac'dn_g; 
house-keeping expenses from net returns, into the section of manageme口t for 

the purpose of reproduction on an expanded scale, the scale of the plan has to 
c1epend upon the amount of house-keeping expenses. 

The second characteristic is that all or m08t production factors , i. e , labourｭ
power, land and capital , b210ng to the operator himself. On the other hand, in 
th巴 usual enterprise, all or most producti臼on factors are furnished by borrowed 

capi抗ta1. T叩h児e constitutional c∞on此lte臼nt巴 of ne“t returns made by ma口nage臼men批t activity 
仁dωl日if日:fers on account of the abコove含.開引.mentioned dif:ferenc 己 , accordingly the plan to 
expand net returns also differs. 

It is the thircl characteristic of family the farm that , with regard to private 
f�est managemen': , the managemen~: >.:cale is, in general , small , and few operat�s 
specialize in forest manageme批 Since a number of private managements run 
agriculture on the side , or carry out their forestry as one section in agriculture , 
the management plan must b巴 designed as a compound management combining 
:forest management with agriculture management. 

The above-stated thr鐺 c:1aracteristics are the primary distinguishing marks 
in :family :farms. Numerous research workers in agricultural economics have 
made little :吉川dy on the designing method of forest management plans. So far , 
we have used the teaching of Forest Management (Forsteinrichtung) as the 
funclamental theory for forest management , but such theory cannot be applied 
to the management of family farms satisfactorily. So we are convinced thci"t 
W� must build up on the foundation guided by a new point of view, fr田 from

th巴 theore'cÏcal restraint o:f Forest Management. 1n this treatise, we hope to go 
into this subjects as far as we cal1. 

2 
This treatise comprises two parts, namely: 

(1) thc real state o:f managE:ment and it's analy::i :o, 
(2) the improvement designing of management. 

Furthennore , :for the convenience of explanation and understanding, we take 
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tﾌ1e T family at K village in Saitama prefecture as an example , and wan~: to 
demonstra.te our studies on this actual cm:e. 

1n the first part we purport to explain the general situations of natural and 
economical conditions , and economic outlooks of the l' family. 

In the second part (the main issue) , first of all , wと explain the real ~ta1.己

of management factors in terms of the composition of a family and its property, 
and next we interprele the total net returns, i. e , the income during a year 
obtail1ed by the combination and operation of management factors , houseｭ

keeping expense , tax , etc , and the amount of econol11ic surplus to b三 used for 
the reproduction on an expanded ξcale. 1'0 know how to use the economic 
8urplus is the key to the improvel11己nt plan , but for that purpose we must 
understand how incol11e has been produced. Accordingly , we want to examine 
the amount of input and output at every management section (l11anagem己nt
sections of l' family are made up of four sections: farming , silkworl11 cultur己，

stockbreeding and forest-farming). The difference between input and output 
is income. 1ncome is nothing but returns from one's own produc�n factors 
invested in the section. So we will analyse the results of management from 
the viewpoint of how the production factors are divided into every s巴ction， and 
from relation thereof with the income at every section. 

We will study from the viewpoint of the law of l11arginal productivity 
equality a8 the first approach. This law means that the total amount of 
目ward i8 tbe maximum when all production factors are divided into every 
8ection 80 as to produce the :::ame amount of marginal reward. For example, 
it is necessary for us to build up intensive management in order to raise the 
fOr�!8t productivity , but the practice l11ust be accompanied by the increased 
input of capitaI and labour. Ca.pital and labJur to be used in this intensive 
management have various other uses. So if the value of products to b三

位戸c':ed when the factors are used for the forest l11anagement should be 
l11Uﾒ  less than those to b巴 used for other uses , eve日 if the use of factors had 
raised the forest productivity, as a whole , income will be decreased. We cannot 

distribu匂 the production factors in line with this law by both seasonal restraint 
and il11mobility , yet it is the first step to improve the management. A日 a

r己sult ， the analysis depends upon either the cJl11parison of familj labour reward 
in every æction , or that of capital-income rate. 

つ
� 

Th巴 improvement plan dea1t with in chapter 2 is bui1t up on the analysis of 
real state , but the study leaves something to b2 desired. That is, this analy~is 
is ex post facto , so it is necessary to go over various considerations 80 as to 
connect this study with the advance plan. The first consideration is the purpose 

of the managel11ent plan. The purpose in itself h2.S subjective character , accordｭ
ingly each operator has his purpose for himself. Thus the details of th己

improvement plan depend upon the difference of management purpo>:e, and 

outsiders cannot judge whether the plan is good or 11.ot. 
The second consideration is the way o:f Operator's anticipation and his 

preference. The plan is always C!.ccol11panied with anticipation. The forest 
management is a plan over a long period of time, and some anticipation in any 
future is influenced by the operator's subjectivity. But the contents of his plan 
is under the control of his a11.ticipated price , therefore he must take his antiｭ
cipation. His preference is divided into two attitudes as :follows: 

(1) A speculative atitude as “ Nothing venture , nothing have" 
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( 2) A safe attitude as to “ be pruc1ent to a fault" 
His preference is essentialIy ~?Ubjective ， anc1 the contents of his plan is 
influenced by it. 

Thus, after we have stuc1iec1 the~'e two problems, we wi11 turn to the 
analysec1 rεsults of real state, and consider the using way of proc1uction factors. 
In ιuch a case we must investigate with attention to the comparison between 
forestry section anc1 stockbreec1ing sectioJ1., anc1 that bεtween the investment in 
the forestry section anc1 in the outside field of managemen'r. It is necessary for 
U8 to investigate in detail investment efficiency in orc1er to make the latter comｭ

parison. There are the buying of forest , the intem:ive improvement of manageｭ
ment , especialIy the change of coppice forest into timber foreιt ， and the capital 

accumulation by c此 saving as the method of investment in the foreはry section. 
We must dec1uce investment efficiency for each subject , but because the family 
farm is not a capitalistic ma孔agement， of course , the c1etermination of investｭ
ment c10es not c1epenc1 upon the measure of investment efficiency. 

After we have practiced the above-statec1 program , we wilI finally be able 
to builc1 up the plan in the concrete. The program is composed of the increase 

in total c1iscountec1 value of anticipatec1 income anc1 the stabi1ity of ロet annual 
returns. From the point of the former view , the silivicu!tural plan for coppice 
forest is c1erivec1, anc1 the annual plan is built up to stabi1ize the amount of cut. 
In the cutting plan the final age and the thinning methoc1 are ac1justec1 to the 
increase in income , but a number of methoc1s is ac1optec1 80 as to stabilize net 
income in practical application. Thus, importance must be attachec1 to the 

stability of net income, but the realization of normal forest is of litt1e importance. 
For there is a wic1e range in the c1etermination of cutting ages anc1 the thinning 
methods, anc1 it is possible to stabilize net income by suitable combination in 
the abnormal forest. 

1n closing this report we wish to reveal some problems in this plan: they 
are, the investigation in the size of plan, the treatment in the situation resulting 
from the changes of prices anc1 other conc1itions of management , and their 
relation to policy. 
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i )土地
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付属資料

農家経治調査μおける土地の d、f. f1 1fJは地方悦法に規定する固定資産税法IH泊の評価基準によるニとになって

いる この rî何回初Hill /ffllliに比べるとかなり u長い。1I{j手1129 年 1 月 1 日現在の台帳和Ii絡は州1[は賃貸f1l1i1告の

2,000 1f'i.山林原野は 3 ， 500 1;'Tとなっているが， これによる K付の山林J11野の台帳面積 1 flf[歩当りのfrlfJ

額は平均してがJ 2.7 万円である そ?I阪商績は笑i1l1Jの約 1/2 となっているので，実~liJ 1 fi可歩ではがJ 1.4 )j 

IIJ となる"これに文J して売民fHfJ怜はその事例が少沿いので，はっきりしたことは分らないが，役場や森林

組合の人の話μ よると台帳面積 1 町歩 5 万円はドらないようであるから，台帳何十各のすくなくとも倍には

なるようである r. 幾地についても売買価絡は昭和 25 年 7 月に農地調整法による統制規定が失効して以来

上昇のづ会をたどり， 勧銀の訓査によると普ìwtlll反当仙l格は全国平均で HH和 28 ;1'.に 3.9 力.円となって

いる。これは昭和 25 年のがJ 3 倍である。この村でも畑の反当時価は 4~5 万円といわれている。

土地仙i格のいかんは，経営の成果である所得傾には関係がないが，経営成巣の分析を自家労働報酬とか

資本収益率などで行うとすると，それらの数字に大きく符くりしたがって，部門f!tJの比較や，経営外部と

の比較をするにはI時1rITi iÌ'ffilliでないと公正な比較はできない こうして評価目的の関係から，この調査では

農家経済制査の方法によらずに時価評価をすることにした心

ii) 建物

これも農家経済調査での方法に準拠すること

にしたりこれによると，

I也 目 面(実ìl\lJ積)反当価格 l 評価額

年度始現在flIij=年度始新制il寺印Ii

-1 カ年の減価償却額

×経治耐用年数

tltJ 

採草地

山 林

宅 地

反
9.0 

5.0 

371.0 

0.6 

刷llî償却額二年主君主回型!ーをfnト些空ftlli .f各
会Î(JfJ)百年数

40 , 000 360, 000 

3, 000 15 , 000 

3, 000 1, 113 , 000 

100 , 000 1 60 , 000 

上式の新制i時flifiは農林省が地方別，建物の種額別に指示したもの，耐J lJ i手数も同じく建物の種'JJ4別に指

示したものを!f1\，、た。なお浅存官lIir各はY;lÎ 訓n:J.f fllli の 10% とした}

これでの問題は，農家の建物の大部分は農林省の指示している I耐旧年数(最長 60 年)をはるかに超泊

しているという点、である、 公式どおりに考えれば， そのようなときには建物価絡は O ということになる

が，それでは所得の算出や経営成果の分析をするうえで非結にぐあいが思いr このようなときには便法主

して，経過年数を現在建物の将来耐用見込み年数を総耐用年数からさしひく ι とによって求める 4 とが無

難であろう。しかし，この調査では建物の評価の目的が営利経済を構成する各部門の成果を比較するため

の資料をうることにあるから，実際の経過年数にもとづいて評価するよりも，同じ条件のもとにあると仮

定して評価した方がより客観的な比較がなしうると思われるので，一律に農林省の指示する新築時価の半

額をもって年度はじめの価絡とすることにしたっしたがって，経過年数は総耐用年数の 1/2 強ということ

になる。なお，減価償却費は前述の算定式によって求めた。この方法による評価の治松は次のようである v
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部 門 |家計および:(監査言! 耕
本文の iき|定資産在高浜の

額 三l釘" なかにはと表の家計部門を

種
""'-"" 

母屋 l 木小屋 l 倉庫|納屋類 除いている、それは直接に

A 建 坪 30' 3.3 I 6 10.5 9 3 は経営J十j としては使われな

B 延 坪 いことと，かりに計上する

屋 根 トタ スギ皮(トタン| グ にしても部門別に区分する

C新調時価ゅの 16 , 500[ 1Ù , 000 I 16, 300 I 10 ， 9仁コ 10, 000 i 10 , 000 適当な方法がないことによ

D互主存価格(坪 1, 650 1, 000 1, 630 1, 000 る J したがって，蚕室とし

C-D 14 , 850 9 , 000 14, 670 9, 8101 9 , 000 9 , 000 て使われる以外の母屋と木

E 耐用年数 40 30 40 30 , 30 30 小屋に関しては，減価償却

F 減F〔価坪X 償〉B 却費 3701 300 367 327 300 300 費のみが家計費のー部とし

G経減価(2償却費 22 , 3001 1, 000 1 4, 400 i 6 , 850 2 , 700 900 てでてくるだけである。

IIC X B 495 ， 0∞ 16 ， 5∞ 98 ， 0∞ 1 114 ， 500 札仰 15 , 000 iii) 大植物
評価額

農家絞務調査では，立木

を除く大植物のJ火園前の評価は育成n'!î fllli (農林省が指示)により， 1火|週後の評価は建物と同じようにして

行うことになっているコしかし，この調査では，桑[羽や茶樹の育成Jfj欠別l国積をはっきりつかめなかったの

で，農家経済制査報作(1951 年度)の南関東地区における桑固と茶附のJえ.当平均価絡をm~ 、て評価したυ

桑

茶

立木の;川lIiは，昭和 24 年以前の農家経済刺

殺糊積|反当価格|詐 fllli 額|減仰Itl1;IJ費査では行うことになっていたが，それ以後はや
反|円|円 l 円

4:5 15 , OÜÓ 67 , 50Ó 七 500 っていない仁これは所得その他の計算をするう

100 えで農業のなかに山林部門を含めたのでは都合0.1 ∞
 

ハ
U∞

 
ハ
U

が悪いからであるかもしれないが，それ以上に

立木資産の評価の困刻さに原因しているように忠七 回由がどこにあるにしろ，農家経済調査では立木資

産の増減額が分らないので，立木の成長価主伐採収入とが一致しないかぎり真の農家所得は分らない。成

長官lIi と伐採収入とは大巾に異なっているのが普通であるから，山林を所有する農家の経済調査としては立

木資産の評価が不可欠である。

この調査では立木資産の評価を次のようにして行った

イ) 25 年生以上の造林木は時仰をそのまま用いる。

ロ) 25 年生以 Fの造林木の11'v-1!n i は， 1 年生の造林木の生産原制li と 25 年生の造林木のI寺価との間を大

体複利で増加していくとして曲線で結び，その曲線とより，それぞれの林令に相当する単仰を読み取

ることによって行う f

ハ)ロ)で用いる 25 年生のiS林木のl時filij としてはn荻の属する部落の私有林における 25 年生の平均

蓄積に平均単価(石当り〉を乗じたものとする。

ニ〉年度末の評価額は， 25 年生以上のiiE林木では， 年度はじめの評価額に年間の成長量の評価額を加

えたものより年度内の伐保何をさしひいたものとし， 25 年生以ドの造林木では， 前記の Flil線より該

当林令の連年価値i即'ìii !iffiを求め，それを年度はじめの評自l!i舶に加えて求める υ

ホ) 25 年生以上の造林水の成長量は， それぞれの令紋における当部落私有林の連年成長率〔といって
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も資料が令紋別なので・定期平均成長率)を'1'皮はじめの部僚にヲ~じて ;Jミめる n

へ〕年度内にj'I11え付けたものの年度末における評価は， 1 年生の生産原仰をもってする 1 年生の生産

E;(何は，苗木代その他の原料代，自家労働の見積額を加えた労賃，見積地代，見積利子，その他管理

授の合計額である J

ト) xH炭林の年度はじめd干 flßi傾は，令紋別の平均部債に平均単111ITを震じて求める ただし， 1 令級のも

のについては，部伎の青l' とが悶燥であるばかりでなく，かりに部僚が計 l二できたとしても，それを11I

いて評価することは不適当であると考えられる(幼令造林木のぱあいと同じ J-~1由によって)ので， ﾝ;}J 

令造林木のように，生産原11国(この大部分は見積地代〕と 2 令級の評価額とより i自主J:i1'干 fl市するつ

このような方法による T家の立木の評価.ífuj松を示すと次のようになる

造林木

1 77rt .jC~ I 1 11可歩当り 1

令級|弘J l f而絡 155 語
¥ Tlìl:S~.J I ( 1 石当り) 1 

| 町;fJ主 万円 万円
o - 0 0 
r 3.04 4.0 12.5 
11 2.73' 1 1 .3j 30.8 
I[ 0.45 22.5 10.1 
IV 0.54 39.0 21.1 

V 0.65 61.2' 39.8 
VI 3.66(3.602)) ]l(0.122)l 439.0 
VJf 0.10(82) (0.135) ヒノキ| 11. 1 
¥11l 0.38(158) (0. 132Y 23.8 

計 12.85' 588.2 

閥 横 1 1 IJf[歩当り|

G問始) I 生長官町|
評fl而領 I(伺偵成長率)1

1I汀)1ぇ(7)1 '3) 7;1 ヲ
1. 30 2.5 
3.04 1.0 
2.73 1.8 
0.45 2.6 
0.54 3.8 

生長官m

万円
3.25 
3.04 
4.92 
1. 17 
2.05 

、
、J
J
、
，
ノ\
3ノ

k
u
n
u
-
-
0
0
 

6

・

.

.
 

・

0
ノ

1
A
q
u

円
u
q
U
1
A
つ
L

4
・

f
t
\「
ち

r
L

3.38 
27.20 
0.55 
0.86 

5.2 
(0.062) 
(0.046) 
(0.036) 

46.42 

28 年度における伐探価〔間伐) 26.6 万円

年度末評価額は概脈

588.2 +46.4-26. 6 =608.0 J]円

来[f木

令 級|面 積 lk町歩当品 l 年度始|
I (繍5' I clli 石当り) I 評価額 l
1 万円(円)1 万円

1 17.61 1 1.0 17.6 
j[ 1 5.27(370) i (400) 14.8 
!I[ 1 O. 17 ( 22) 1 ( 4∞) 0.9 
TV 1 1.19(230)! (400) 9.2 

計- 24.24 42.5 

面 積 I 1 町歩当り|
(年間) ，生長何|生長側
評何伺) .(何値成長率)]
町歩(万ILJ)] 万円 i 万円
17.61 0.33 5.9 
(14.8) (0.14) 2.1 
( 0.9) (0.09) 1 0.1 
( 9.2) (0.06) 0.6 

8.7 

28 年度における伐保価(皆伐) 7.2 万円

年度末評価額は概略

42.5+8.7 -7.2=44.0万円

なお，薪炭林の伐探はE令散で 0.6 町歩，百令紋で 0.7 町歩実施されたので，年度末における令

級別面積は(町歩)

令級 1 1I IIT lV 計

面積 18.91 4.67 0.17 0.49 24.24 

以上の造林木と雑木とを合計すると次のようになる
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15問「言語 517h品 なお，生酬の合計は
jJI 吋 | 万円一 | 万IIJ 46.4+8.7=55.1 万円

主主主太 588.2 608.0 19.8 
羅仲宗 1 42.5 I 44.o i l.5 伐t;í~úITiの合計は 26.6+7.2=33.8 万円
計 630.7 652.0 21.3 一一一一_，__U:::--'V.l 価f[1'(ll'記長率はは木のみについて)

生長f回 x100 55.1x100 
= -- -~亨8.7%

年度始評Illli傾 630.7 

資産蓄積率は(立木のみについて)

子下度末年度ftft_ = ...21 ・号 X型空ーキ3.4%
年度始 630.7 一

生長何事界積率(貯帯率〕は

年度主二年度始 21.3x 型空ー士39%
生長側 55.1 

iv) 大動物

大動物の評価は，立木を除く大相物と同じく，裁j畜:は育成時価で，成畜(牛R言明 3 才〕に透してからは

年々一定の減価償却額だけ成畜時刊1îより減少するとして評価する J このばあい，償却計算に用いる耐周年

数および残存価格は農家経済調子物こおL、て農林省の指示したものをJIJし、る。この方浅による T家の大動物j

の評価過税は次のようである。

種

A l1B数

B 年令

C 成者時価( 1 顕〕万円

D 筏存価格 グ

E 耐周年数

;ち;1

F C -D/E 年減価償却費( 1 頭〕万l

G 総グ グ

H (C-G)A 年度始評価瀬

日 -F 年度末グ グ

乳[!‘

6 

15.0 

3.0 

6 

2.0 

4.0 

11.0 

9. 。

|緬羊|版|
2 I 1 (年度末)1

0.2 

0.16 

0 

2. 。

I 1.5 (育成附)1
13.0 

12.2 

なお， T'lí~では 28 年度に仔午 (!fりが 1 聞生れたがJ'I' 度内に手離したのて、上表にははいっていないo

v) 大機共

~;J I 種部門

1-",,,,,,1 11<),-, /","", i 年度が|名 称 l台数1 !病人年度 l 新調崎、制|耐用年数

モ{タ- 1/2HP: 1! 2咋 I 18.0千円
1I見穀機 1 1 1 24 6.5 

製粉機 1 1 24 10.0 

製麦機 [1 24 10.0 

抑麦機 i 1 I 24 4.5 

製問機 15 5.0 

I憤符 1幾 1 28 8.0 

荷車 1 1 23 4.0 

計 平均24 66.0 

12 

10 

12 

12 

12 

l 12 
平均 12

大機J1の評価方法は建物jと同じであり，品

目が多いにかかわらず額も小さいので減価償

却費の計算を部門別に一括して行うなどの便

設を構ずることにした

66.0-0 
減価償却年額=一一 二 5.5 千円

12 

年度始評何欄 66.0-5.5 x4=44.0 千円

年度末グ 44.0-5.5二 38.5 千Ig

1!t蚕部門と護者部門とについては統計調査

部の農業経営調査報告，生産費調査等を参考
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にしてi~H附した。

(2 ) 流効資産の詐価

本文でのベたように，流動資産の持制は統計調査郊の農業従営調査(農家経済調査ではなし、)で{了って

いる方法によった。この方法では， I判定資産の品削1î(ú1'IJYをを除いた経常伐に'永波労I{>ljの !:i~積，jHnî傾を加え

たものの半額をもって流動資産の;j'f. fllIT績とする

m 円
叶JH

1
 

昨
庁
ー

A 経営費 0，制lî償却費を|徐く) I弓

B 家族労働投入ZF一 日

C 同と見積労賃 円

D A+C 

D/2 流動資産寸VI!町額

村| 種 :主主 主主 ば;(, =rw 111 林

26 , 900 1¥ , 500 34 , 200 1¥ , 000 

235 ¥65 150 ¥80 

58 , 800 11 , 300 37 , 500 15 ,000 

85 , 700 52 , 800 71 ， 7C コ 86 ， 0α) 

42 , 900 26 , 400 35 , 800 13 ,000 

この表のAは木交の第 5 表， í、j-用資料( 3 )より， BI土木交の矯 9 衣ーより求めたものである J

〔的産出額および投入額の評価

産u\傾

rWr 11 

版 売

一
旦
一
旦
ク
モ

ヤシ

犬
小
コ
タ

!大麦
|小麦

家計仕向|甘藷，馬鈴薯
読菜 l

l 小計;
|桑葉
トーモロコシ|

中間生産物 l 大 麦 1

it 部|

小計

合 計・

授ス額

仁1

ロロ 日

肥
間
設
種

購入 1 ワ

農機具修理!

|作業衣，足袋 l
/J、汁

耕種部門

数長|日 f!Ílî 金制

0.5石1

0.2石

15メ

2京

?
わ
い
有
メ

7
a
n
J
n
u
 

円
U

〆
O

3 ， 000〆

0.6右!

1. 65石1

200〆|

円 1
8 , 000 

\6 , 0001 

250! 

4 , 600 , 

1 , 000 

5 , 000 

30 

20 

4 ,000 

4 ， OC つ

30 

A
l
 

e
ｭ-f
 

clg 

1"1 
4 , 000 

3 , 200 

3 , 700 

9 , 200' 特に高(\llîで売却

20.¥00 

67 , 600 

60 , 000 養蚕部門へ

2.400 I 

6 ， 600 ト公芥;郊門へ

6 ,000 J 

75 ， 0α〕

\62，刈

料
菜
子

\5~へ

数量|単価|金額 1 備
nu 

nu 
R
d
 

, q
u
 

l
 

n
u
 

円U9
 

ア 60メ

考

17 

500 

400 大根，白菜等

1, 000 

1, 500 

10 , 000 

26 , 900 
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円 l 数量単 flflî i 金 íii! i 備

[建 1物

大 官是 間 l固定資産減価|桑 茶

中田物|問
投入小

Z口』

産出相

仁I

fI口

販売三1;:

投入欄

Q 

I1口

購

五モ

ス l 薬
その

|桑
中間生産物|十

投 入!小イ

建

固定資産減価1 蚕

メL
o 

産出組

仁I

rr円

、j
 

ノ

11 , 3001 (1) 参照

5 ， 5001 グ

1 ， 6001 グ

21 , 40C 

201 1 ， 0001 養者部門より

1 ,0001 

払ぬ01

養蚕部門

g

g

g

 

k
J
U

ハU

民
υ

〆
O

ペ
ノ
ム
内
ノ
ム

春
夏
秋

備
一
旦
一
旦

立掃ハ
〉
ハ

U

ハU

月
一
∞

ω
ω

i
f

一

4
r
o
o
 

-
勺
U

バ
仕

合
一
i
l∞

∞
 

川
一

0
6

ペ
ノ
ム

単

〆
〆
〆

長
一
U

川
河

数

一
胸
刷

11 

11 |数量 i

種 I 11Og1 

物|

m刊

単

円
U

円
U

《
ノ
ム
r
Jq

u
 

1,200 

11 , 500 

60 , 000 

4 ,200 

凸4 ， 200

備

9 ,900 

400 

新種部門より

山林部門より

付属資料 (1) 参照

円
unu 

勺J
a, A

作
品

no 

養 子作 1'¥1¥ 門

乳
毛
午

計

|数量|単 flllï I 金制|
14刊 5 ， 5001 77 , 0001 

1. 7 〆 2 ， 500! 4 , 2001 

1 fii'i1 40 ,0001 40 , OOO! 
121 , 2001 

n 

午乳

家計仕向|鶏 卵
小計

|判定資産増制 限
|小計

阪

牛

っロ | 羊
仔

1.5 干[

720flM 

5，叩01

9 円|

ハ
U

ハUハU, に
ひl

 

備

∞
∞
一
∞

/
0
4

‘
一
に

i
u

考

考

考

考
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考r1 

"口 自 !数量 l 単官lIi I 金額|

f市 ワ フ 350〆| 17 

フ ス 》マ 25侠l 700 

l!市 入 l 大豆，剛、粕 i 4 侠

イ子 豚 11m: 3 , 500 

計-

20 , 000' 手L 午| l 珂

羊 2 グ

物 i

日出 フ11 ' 

計-

大変

中開会‘産物|甘 lli 
トーモロコシ

ﾄｭ
n 

小計

産社i 煩

hu 
h
h
M
 

6 , 000 

17 ， 5∞J 
7, 200 

3 , 5001 

34 ,200 

20 , 0001 

3，∞Oi 

3 , 600j 

1, 4001 

28 , 000 , 

し 65石 4,000 

200〆 30 , 

0.6石l 4，∞oi 

6, 600 

6，∞01 

2 , 100 

15 , 000 

山林部門

77 , 200 

n 
打げ rr 考数量単 1111i i 金網 1

|素材
販売 1 製段目(木

小計

|木炭 1
家計出向 | 新 ! 
|粗采 l

|小計|

巾間生産物|木 炭|
|小計 1

iJ白林木|

固定資産増刑雑 木 l

l 小計|

合計

18俵

420東

400束

b
u
H
M
 

M
M
 

291 , 0001 車道渡
54 , 000; 立木処分

345 ,000 , 

円
u
n
U

勺
ノ
白
ハ
ペυ

n
J
 

5 , 800 

12 , 600 

25 10.000 

1 孔ωo
12諜俵ベi 3吋 4'200[ 益輝倒削町蚕劃引訓酬l川m岬1邪'\ilr

I 19兜8丸ω，ρO∞叫! 
li150∞1 

213 , 000[ 

! 590 ， ω| 

投入額

品 目 i 数量|単仰i

l苗木 2， 0∞本
!薬品|

購入 l 労 賃 24人
l 間伐木伐出費 i
計!

金額 l i背 考

9 , 5001 自給苗木の不足分
5001 

ι∞01 (賄付〕下刈
25 ， 0001 請負
41 , 000' 



(4) スギ造林木伐採量の推移

今後 30 年間の伐採量の想定要領は次のごとくであるつ

イ〕伐採量は 5 年を単位とする分期別に求める。

ロ)苔債および伐n~;量の単位は素材換算石数。

ハ)現在の令赦別面積s 蓄積(本文 18 表)および刈述のjお林計四とより 1 分期末何年後)の伐採を

行わなかったとしたときの国債，蓄積を求める。この求め方は，面積は現在の令級が 1 令級だけ高位

の令級に移動するとし，帯積はH村の林分成長予泡j災より求めた 5 年間の菩債噌加HÔ'数「令紋別)を

現在の蓄積に乗じて求めるつこの{音数は，

令紋 IV V 

50 ー 林業試験場研究報告第 80 号

¥'1 も百 ¥11¥ 1¥ 

若年積増加1行数 2.00 1.58 1.40 1.29 1.21 1.16 

ニ)本文でのべた方針によって分期間の間伐および主伐量を令級別に想定する c

ホ)ハ)て討とめた帯積よりニ) の伐採量をさしひいて It月末の蓄積とする。

へ)主伐材僚は，分問問に主伐される林分のハ)とホ)の rl~聞とする。

ト)現在m令級以下の幼令林および今後造休される林 í:rの成長はH付の林j子成長予怨夫の 18 年生にお

ける菩債をもって W令紋の帯積とする。すなわち， 18 年まではHNの予想表どおりに成長し， 々の

後も，間伐方法のいかんにかかわらず， H村の令紋別 !L記長率をもって成長するものとする この回定

は多分に無理があるが，現地を詳しく調査していないのでやむをえないっ

以との要領による計算.ì8i'" を表示すると次のようであるつ
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(5) 薪炭林伐採量の推移

薪炭林ではl !fllえを計向i しな泊、ったのと，成長を本文でのべたように U直線的に成長すると仮定したので，

分矧別の令紋別主I:\(;面積を抑えれば簡単に伐係量が求められるから，ここには令級別の面積の推移のみを

示すことにするj
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なお， lJI1表の薪炭林伐Hご収スと本文の第 22 表のjfJj./:j<:)\j(木販売収入とに各分其11 とも 5 万円の差があるの

は，上表ーには自家用薪炭原木代が含まれているためである。

労働所要量の推移および 1 町歩当り造林費(7) 

造林のための所要労働量およびii;i林資をfrγく別に示すと次のようになる。これは森林組合において当村
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本文の治休の利廻り計算には一卜‘決の22林Y~ Tl1J 11ni合計の 3.9 万円を 4 万円としてJI]\，、た。

本文第 23 表の植付け，ード刈り，枝打ち，除f.ltの労働長は上表の所要労働量と分期間の作業種類別該当l

匝i積とより計算したご第 23 表の製薪炭労働は 28 年度の実績をそのまま用いたっ管到!労働は漠然として

いるが，立木販売に関係したものが多いと考えられるので. liiJ伐最 20 石当り 1 入，主伐量 40 石当り 1

人として計算し，ほかに伐採誌に関係なしに年 10 人を要するとしてこれに加えたものをもって所要量と

した


